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概要概要 　市では、毎年「財政状況の公表」を行っています。今回は、平成 26 年度上半期（平成 26
年 4 月～ 9 月）の予算の執行状況などについてお知らせします。
※表示単位未満は四捨五入していますので、値が合計等と異なる場合があります。     【財政課】

会 計 名 予 算 額 収 入 済 額 支 出 済 額
下 水 道 事 業 17 億　326 万円 1 億 3,451 万円 6 億 5,213 万円
住宅新築資金等貸付金 1 億 1,360 万円  1,697 万円 9,161 万円
国 民 健 康 保 険 72 億 4,545 万円 30 億 9,666 万円 32 億 6,808 万円
駐 車 場 事 業 1 億 5,330 万円  2,611 万円 1 億 1,387 万円
簡 易 水 道 事 業  3,414 万円 3,113 万円 347 万円
介 護 保 険 46 億 8,021 万円 18 億　373 万円 18 億 7,954 万円
後 期 高 齢 者 医 療 6 億 5,381 万円 1 億 9,869 万円 1 億 9,896 万円
合 計 145 億 8,377 万円 53 億　780 万円 62 億　766 万円

特 別 会 計　

一　般　会　計　

　特定の事業を扱う特別会計の当初予算合計は 143 億 8,299 万円で始まり、補正予算を加えて総額 145 億 8,377 万
円となっています。以下ではそれぞれの会計の収入・支出の状況を表しています。

特別会計　上半期の収入支出状況



3 広報わかざくら　平成26年12月号

桜井市の財政状況の平成 26 年度上半期桜井市の財政状況の
　平成 26 年度の一般会計当初予算額は 208 億 8,700 万円で始まりました。そこに、前年度から繰り越された街路
事業や市道の維持修繕事業などの費用と、当初予算編成後の補正予算を加えますと、9 月 30 日現在の一般会計予
算額は 213 億 1,551 万円となります。

一　般　会　計　

予算額 執行額

収益的
収入 13 億 5,200 万円 6 億 36 万円

支出 12 億 5,501 万円 3 億 2,526 万円

資本的
収入 1 億 1,944 万円  3,290 万円

支出 5 億 3,485 万円  9,293 万円

一 般 会 計 226 億 2,378 万円

下 水 道 事 業 特 別 会 計 118 億 2,840 万円

住宅新築資金等貸付金特別会計 1 億 3,439 万円

駐 車 場 事 業 特 別 会 計  3,484 万円

桜 井 市 水 道 事 業 会 計 14 億 4,396 万円

財政調整基金 10 億 2,088 万円
卑弥呼の里
      ・桜井ふるさと基金

 2,618 万円

土 地 （ 地 積 ） 1,147,715㎡
建 物 （ 延 面 積 ） 243,308㎡
有 価 証 券 357 万円
出 資 に よ る 権 利 3 億 1,559 万円
基 金 （ 現 金 ） 26 億 4,560 万円
基 金 （ 土 地 ） 2,125㎡

公 営 企 業 会 計

市 債 現 在 高　

主 な 基 金　

市有財産の状況

水道事業会計の執行状況は、下の表のとおりです。
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１　総　括　
（１）人件費の状況（普通会計決算）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区 分 住民基本台帳人口
（平成 25 年度末）

歳 出 額
(A) 実 質 収 支 人 件 費

（B）
人件費率
（B／ A）

H24 年 度 の
人件費率（参考）

H 25 年度 59,601 人 22,291,846 千円 841,886 千円 4,249,596 千円 19.1％ 21.5％
（注）1　 平成 25 年度の歳出額に対する人件費（退職手当を含む）の割合です。これには、特別職・議員の給料・報

酬なども含まれます。
2　 普通会計とは、一般会計と特別会計の一部を含めた数値で国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計や

水道事業会計等を除いたものです。

（２）職員給与費の状況（普通会計予算）

区 分 職 員 数
（A）

給 与 費 1人当たり給与費
（B／ A）給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計　（B）

H 26 年度 446 人 1,666,451 千円 344,949 千円 610,972 千円 2,622,372 千円 5,880 千円
（注）1　職員手当には退職手当を含みません。

2　給与費は当初予算に計上された額です。
3　 職員数は、予算作成時点での数値であり、『６　職員数の状況』表中「職員数 H26 年」欄の「普通会計」の

職員合計数とは異なります。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在）
（注）1　 ラスパイレス指数とは、国家公務員

の給与水準を 100 とした場合の地
方公務員の給与水準を示す指数で
す。

　　  2 　 「参考値」は、国家公務員の時限的
な（2 年間）給与改定特例法による
措置が無いとした場合の値です。

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況　
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成 26 年 4月 1日現在）
　①一般行政職
区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
桜 井 市 41.6 歳 319,986 円 379,882 円

　②技能労務職
区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
桜 井 市 43.3 歳 308,247 円 383,881 円
うち清掃作業員 41.1 歳 303,942 円 406,245 円
うち給食調理員 46.1 歳 305,890 円 333,077 円
う ち 用 務 員 52.0 歳 335,240 円 356,325 円

　③教育職
区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
桜 井 市 40.6 歳 335,786 円 363,058 円

（注）1 　 「 平 均 給 料 月 額 」 と は、
平成 26 年 4 月 1 日現在
における各職種ごとの職
員の基本給の平均です。

　　2 　 「 平 均 給 与 月 額 」 と は、
給料月額と毎月支払われ
る扶養手当、地域手当、
住居手当、時間外勤務手
当などの諸手当の額を合
計したものです。
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桜井市の人事行政運営などの状況
市職員の給与や職員数などについて

広く市民のみなさんにお知らせするために、その概要を公表します。

桜井市の人事行政運営などの状況（1）



5 広報わかざくら　平成26年12月号

３　一般行政職の級別職員数等の状況（平成 26 年 4月 1日現在）　

区 分 給 料 月 額 報 酬 月 額 期末手当（H25
年度支給割合）

退 職 手 当
（算定方式）　　　　　　　（支給時期）

市 長 730,000 円（1,050,000 円） 6 月期
12 月期

計

1.40 月
1.55 月
2.95 月

給料年額×在職年数× 54/100 退職時

副 市 長 660,000 円（   885,000 円） 給料年額×在職年数× 31.5/100 退職時
議 長 618,000 円 6 月期

12 月期
計

1.40 月
1.55 月
2.95 月

副 議 長 531,000 円
議 員 498,000 円

（注） 上の（　）内の金額は、条例上の給料月額です。現在、市長・副市長の給料月額は、市長が 30％、副市長が
25％を減額して支給しています。

区 分 標 準 的 な
職 務 内 容

職 員 数
（人）

構 成 比
（％）

1 級 主事補・技師補 41 15.5
2 級 主 事 ・ 技 師 17 6.4
3 級 主 任 72 27.3
4 級 主 査   7 2.7
5 級 係 長 ・ 主 査 48 18.2
6 級 主 幹 32 12.1
7 級 課 長 23 8.7
8 級 部 長 ・ 次 長 24 9.1

（注）1　 桜井市の給与条例に基づく給料表の級区分による
職員数です。

2　 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する
代表的な職務です。

（２）職員の初任給の状況（平成 26 年 4月 1日現在）

区 分 桜 井 市 国
初 任 給 2年後の給料 初 任 給 2年後の給料

一 般 行 政 職
大 学 卒 172,200 円 185,800 円 172,200 円 185,800 円

高 校 卒 140,100 円 149,800 円 140,100 円 149,800 円

技 能 労 務 職 160,650 円 174,233 円
（注） 技能労務職については、職種及び採用年齢によって初任給が決定されるので、採用年齢 18 歳～ 29 歳の平均初

任給額及び 2 年後の平均給料額です。次表も同様です。

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 26 年 4月 1日現在）
区 分 経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 15 年 経 験 年 数 20 年

一 般 行 政 職 大 学 卒 260,100 円 304,200 円 369,400 円
高 校 卒 214,600 円 260,100 円 304,200 円

技 能 労 務 職 228,717 円 280,108 円 332,358 円

５　職員の手当の状況　
（１）期末手当・勤勉手当
期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 桜 井 市 国
1 人当たり平均支給額（H 25 年度） 1,327 千円 －

（H 25 年度支給割合） 期末手当 2.60 月分 2.60 月分
勤勉手当 1.35 月分 1.35 月分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） 職制上の段階、職務の級等による
加算措置あり

職制上の段階、職務の級等による
加算措置あり

桜井市の人事行政運営などの状況（2）
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（２）退職手当（平成 26 年 4月 1日現在）

退 職 手 当 桜 井 市 国
自 己 都 合 勧 奨・ 定 年 自 己 都 合 勧 奨・定 年

勤 続 2 0 年 21.62 月 27.025 月 21.62 月 27.025 月
勤 続 2 5 年 30.82 月 36.57 月 30.82 月 36.57 月
勤 続 3 5 年 43.7 月 52.44 月 43.7 月 52.44 月
最 高 限 度 額 52.44 月 52.44 月 52.44 月 52.44 月

そ の 他 の 加 算 措 置 定年前早期退職特例措置（2 ～ 30％加算）定年前早期退職特例措置（3 ～ 45％加算）
1 人当たり平均支給額 5,564 千円 22,840 千円 － －

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された退職手当の平均額です。

（３）地域手当（平成 26 年 4月 1日現在）
支給実績（H 25 年度決算） 60,345 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（H 25 年度決算） 114,724 円
支 給 対 象 地 域 支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 国の制度（支給率）

市内全域 3％ 526 人 3％

（４）特殊勤務手当（平成 26 年 4月 1日現在）
区 分 全 職 種
支給実績（H 25 年度決算） 34,267 千円

支給職員 1人当たり平均支給年額（H 25 年度決算） 131,797 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（H 25 年度） 50.6％

手当の種類（手当数） 18 種類

（５）時間外勤務手当
支給実績（H 25 年度決算） 104,006 千円

職員 1人当たり平均支給年額（H 25 年度決算） 268,750 円
支給実績（H 24 年度決算） 101,627 千円

職員 1人当たり平均支給年額（H 24 年度決算） 266,737 円

（６）その他の手当（平成 26 年 4月 1日現在）

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支 給 実 績
（H25 年度決算）

支 給 職 員 1 人 当
たり平均支給年額
（H 25 年度決算）

扶養手当

配偶者 13,000 円、配偶者以外の扶養親
族１人につき 6,500 円、ただし配偶者の
ない職員の扶養親族１人まで 11,000 円、
なお、扶養親族のうち満 16 歳から満 22
歳までの子１人につき 5,000 円を加算

同じ なし 59,858 千円 214,546 円

住居手当
借家借間：最高支給限度額 27,000 円
持家：新築又は購入後５年間 1,500 円

（持家に対する手当は H26 年度末で廃止）

一部
異なる

国は平成 22 年
度から持家に対
する手当を廃止

32,172 千円 228,168 円

通勤手当

交通機関利用者：全額支給限度額及び最
高支給限度額 55,000 円
交通用具使用者：2㎞以上で 5㎞ごとに
13 段階の区分（最高支給額 24,500 円）

同じ なし 28,760 千円 63,628 円

管 理 職
手 当

主幹級以上の職員が対象
部長 87,000 円、次長 70,000 円、課長
57,000 円、主幹 43,000 円

一部
異なる

国 は 役 職 に 応
じて 25％まで 66,116 千円 629,676 円

休日勤務
手 当 1 時間当たりの給与額の 135/100 同じ なし 18,956 千円 326,820 円

夜間勤務
手 当 1 時間当たりの給与額の 25/100 同じ なし 4,837 千円 83,394 円

宿 日 直
手 当 日直勤務：1 回 4,200 円 同じ なし 508 千円 4,200 円

桜井市の人事行政運営などの状況（3）
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６　職員数の状況　
（１）部門別職員数の状況

（各年 4月 1日現在）
区 分 職 員 数 対 前 年

増 減 数部 門 H25 年 H26 年

一
般
行
政
部
門

議 会 4 4 0
総 務 68 70 2
税 務 25 25 0
労 働 0 0 0
農 水 12 11 △ 1
商 工 9 15 6
土 木 35 35 0
民 生 123 121 △ 2
衛 生 83 84 1
小 計 359 365 6

特
別
行

政
部
門

教 育 59 60 1
消 防 76 0 △ 76
小 計 135 60 △ 75

普 通 会 計	 計 494 425 △ 69
公
営
企
業
等

会
計
部
門

水 道 16 15 △ 1
下 水 道 11 11 0
そ の 他 22 22 0
小 計 49 48 △ 1

合 計 543
【751】

473
【673】 △ 70

（注）　1　職員数は一般職に属する職員数です。
　　　2　【　　】内は、条例定数の合計です。

区 分 20歳
未満

20 歳～
23 歳

24 歳～
27 歳

28 歳～
31 歳

32 歳～
35 歳

36 歳～
39 歳

40 歳～
43 歳

44 歳～
47 歳

48 歳～
51 歳

52 歳～
55 歳

56 歳～
59 歳

60 歳
以上 計

職員数
（人） 0 27 39 45 51 60 63 37 43 50 55 3 473

（３）職員数の推移 （単位：人）
年度

部門別
H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 H26 年

過去５年間
の増減数（率）

一般行政 394 379 380 368 365 365 △ 29 (92.6%)

教育 82 79 76 76 74 61 △ 21 (74.4%)

消防 72 71 73 74 76 0 △ 72 (0%)

普通会計		計 548 529 529 518 515 426 △ 122 (77.7%)

公営企業等会計		計 48 47 49 51 49 48 0 (100.0%)

総　合　計 596 576 578 569 564 474 △ 122 (79.5%)

（注） 奈良県広域消防組合が設立したことにより、消防職員が減少しています。

７　勤務時間その他の勤務条件　
（１）職員の勤務時間、休憩時間の概要

　職員の勤務時間は、一部の施設等を除き、月曜日から
金曜日（休日・祝日を除く）の午前 8 時 30 分から午後
5 時 15 分まで（休憩時間 1 時間を含む）となっています。

（２）年齢別職員構成の状況（平成 26 年 4月 1日）

（２）年次有給休暇制度の概要
　1 年につき 20 日付与。（現年付与分のみ翌年に繰越
が可能）
　平成 25 年中の職員 1 人当たりの平均取得日数は、9.3
日でした。

（△は、マイナスを示す。）
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（３）特別休暇など制度の概要
　特別な事由に該当する場合は、特別休暇などが認めら
れます。
　主な特別休暇などの種類は、右記のとおりです。

ドナー休暇／ボランティア休暇／結婚休暇／産前産
後休暇／生理休暇／育児参加休暇／子の看護休暇／
忌引き／夏季休暇／リフレッシュ休暇／介護休暇／
病気休暇など

１０　公営企業職員の状況　
　（１）水道事業
　①職員給与費の状況
　ア　決算

区 分 総 費 用
（A）

純 損 益 又 は
実 質 収 支

職 員 給 与 費
（B）

総費用に占める
職 員 給 与 比 率

B／ A

（参考）H24 年度
の総費用に占める
職員給与費比率

H 25 年度 1,074,092 千円 92,589 千円 128,151 千円 11.9% 12.3%

　イ　予算

区 分 職 員 数
（A）

給 与 費 1人当り給与費
B／ A給 料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計　　B

H 26 年度 16 83,661 千円 25,494 千円 45,036 千円 154,191 千円 9,637 千円
（注）1　職員手当には退職給与金を含みません。

2　給与費は当初予算に計上された額です。

　②職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成 26 年 4月 1日現在）
区 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額
桜 井 市 44.0 歳 333,989 円 388,235 円

（注）1　「平均給料月額」とは、平成 26 年 4 月 1 日現在における職員の基本給の平均です。
2　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの

諸手当の額を合計したものです。

（３）職員の処分の状況
　平成 25 年度の処分の状況は次のとおりです。
【分限処分】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

処 分 事 由 免 職 降 任 休 職 降 給
その職の適格性を欠く場合
心身の故障によるもの 11

【懲戒処分】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　 （単位：人）
処 分 事 由 免 職 停 職 減 給 戒 告

一般服務関係
公金等取扱い関係
公務外非行関係 1
交通事故・交通法規違反関係 1
監督責任関係 3

計 0 1 0 4

（１）分限処分	
　分限処分とは、心身の故障などに
より職務を果たせない場合、公務能
率の維持を図るために行う処分です。

（２）懲戒処分	
　懲戒処分とは、公務員としてふさ
わしくない非行があった場合、道義
的責任を追及して行う処分です。

９　職員の服務の状況　
　地方公務員法第 30 条の、服務の根本基準の趣旨を実現するために、職員には次のような服務上の強い制約が課せ
られています。

1． 法令等及び上司の命令に従う義務 2． 信用失
しっつい

墜行為の禁止 3． 守秘義務
4． 職務専念義務 5． 政治的行為の制限 6． 争議行為等の禁止
7． 営利企業等への従事制限

８　職員の分限処分と懲戒処分の状況　

桜井市の人事行政運営などの状況（5）
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　③職員の手当の状況
　ア　期末手当・勤勉手当
期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 桜 井 市 国
1 人当たり平均支給額（H 25 年度） 1,607 千円 －

（H 25 年度支給割合）
期 末 手 当 2.60 月分 2.60 月分
勤 勉 手 当 1.35 月分 1.35 月分

（ 加 算 措 置 の 状 況 ） 職制上の段階、職務の級等による
加算措置あり

職制上の段階、職務の級等による
加算措置あり

　イ　退職手当 ( 平成 26 年 4月 1日現在）
桜 井 市 桜井市（一般行政職）

自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年 自 己 都 合 勧 奨 ・ 定 年
勤 続 2 0 年 21.62 月 27.025 月 21.62 月 27.025 月
勤 続 2 5 年 30.82 月 36.57 月 30.82 月 36.57 月
勤 続 3 5 年 43.7 月 52.44 月 43.7 月 52.44 月
最 高 限 度 額 52.44 月 52.44 月 52.44 月 52.44 月
そ の 他 の 加 算 措 置 定年前早期退職特例措置（2 ～ 30％加算）定年前早期退職特例措置（2 ～ 30％加算）
1 人当たり平均支給額 該当者なし 26,614 千円 5,564 千円 22,840 千円

（注） 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された退職手当の平均額です。

　ウ　地域手当（平成 26 年 4月 1日現在）
支給実績（H 25 年度決算） 2,258 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（H25 年度決算） 141,124 円
支 給 対 象 地 域 支 給 率 支 給 対 象 職 員 数 一般行政職の制度（支給率）

市内全域 3％ 16 人 3％

　エ　特殊勤務手当（平成 26 年 4月 1日現在）
区 分 全 職 種
支給実績（H 25 年度決算） 0 円

支給職員 1人当たり平均支給年額（H 25 年度決算） 0 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（H 25 年度） 0 ％

手当の種類（手当数） なし

　オ　時間外勤務手当
支給実績（H 25 年度決算） 2,309 千円

職員１人当たり平均支給年額（H 25 年度決算） 330 千円
支給実績（H 24 年度決算） 1,321 千円

職員１人当たり平均支給年額（H 24 年度決算） 147 千円

　カ　その他の手当（平成 26 年 4月 1日現在）

手 当 名 内 容 及 び 支 給 単 価 国の制度
との異同

国 の 制 度 と
異 な る 内 容

支 給 実 績
（H25 年度決算）

支 給 職 員 1 人 当
たり平均支給年額
（H25 年度決算）

扶 養 手 当

普通会計と同様

3,058 千円 235,192 円
住 居 手 当 393 千円 196,250 円
通 勤 手 当 791 千円 71,938 円
管 理 職 手 当 5,004 千円 625,500 円
休日勤務手当 0 円 0 円
夜間勤務手当 0 円 0 円
宿 日 直 手 当 0 円 0 円

▽ 問い合わせ先　人事課（ 42‐9111 内線 316）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     【人事課】

桜井市の人事行政運営などの状況（6）
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。
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。
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平
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25
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計
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決
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員
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付
託
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し
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案
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、
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号
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総
務
委

員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
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会
議
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再
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さ
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追
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。
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。
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改
正
な

ど
を
求
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る
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情
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要  

望
・
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情 

議案番号 件　　名 概　　　要 議決結果

報第 13 号
専決処分の報告、承認を求め
ることについて ( 損害賠償の
額を定めることについて )

道路管理瑕
か し

疵による物損事故にかかる損
害賠償額を定める

承　認

傍聴してみませんか？
　市議会の本会議は公開され
ていて、傍聴することができ
ます。
　手続きは、本会議当日、受
付で住所・氏名等を記入して
から議場にお入り下さい。
※ 詳しくは議会事務局

（ 42‐ 9111 内線 441）まで。
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議案番号 件　　名 概　　　要 議決結果

報第 14 号
平成 25 年度各基金の運用状
況を示す書類の提出について 

用品調達基金、土地開発基金、水洗便所
改造資金貸付基金及び国民健康保険高額
療養費貸付基金の各運用状況を示す書類
の提出

提　出

報第 15 号
平成 25 年度桜井市水道事業
会計継続費精算書の報告につ
いて

無水源簡易水道施設整備事業の完了にか
かる継続費精算書

報　告

報第 16 号
平成 25 年度決算に基づく桜
井市健全化判断比率及び資金
不足比率の報告について

地方公共団体の財産の健全化に関する法
律の規定による報告

報　告

認第 1 号
（決算特別委員会）

平成 25 年度桜井市一般会計
歳入歳出決算認定について

歳入決算額 23,170,687,089 円
（翌年繰越分含む）　

歳出決算額 22,222,234,559 円

認　定
（賛成多数）
※賛否は別表

認第 2・3 号
（決算特別委員会）

平成 25 年度桜井市各特別会
計歳入歳出決算認定について

下水道事業、住宅新築資金等貸付金
認　定

（賛成全員）

認第 4 号
（決算特別委員会）

国民健康保険
認　定

（賛成多数）
※賛否は別表

認第 5 号～
認第 9 号

（決算特別委員会）

駐車場事業、簡易水道事業、介護保険、
後期高齢者医療、水道事業

認　定
（賛成全員）

議案第 24 号
（総務委員会）

平成 26 年度桜井市一般会計
補正予算（第 1 号）

補正額　66,325,000 円
道路維持費で台風被害等にかかる修繕料
等の追加所要額等

可　決
（賛成全員）

議案第 25 号
平成 26 年度桜井市介護保険
特別会計補正予算（第 1 号）

補正額　38,211,000 円
介護給付費準備基金積立金等

可　決
（賛成全員）

議案第 26 号
（総務委員会）

桜井市附属機関設置条例の一
部改正について

新たに設置する附属機関について規定を
加える①桜井市行政評価外部評価委員会
②桜井市協働推進会議③桜井市纒向遺跡
保存管理・整備活用計画策定委員会

可　決
（賛成全員）

議案第 27 号

桜井市社会福祉事務所設置条
例及び桜井市ひとり親家庭等
医療費助成条例の一部改正に
ついて

法改正に伴う改正
可　決

（賛成全員）

議案第 28 号
桜井宇陀広域連合規約の変更
について

規約を一部変更するため、議会の議決を
求める

可　決
（賛成全員）

議案第 29 号
公の施設の指定管理者の指定
について

忍阪地区コミュニティ集会所
倉橋出屋敷〃、浅古〃、赤尾〃
指定期間：平成 26 年 12 月 1 日から
　　　　　平成 31 年 11 月 30 日まで

可　決
（賛成全員）

発議案第 7 号
「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」

の根絶に向けた総合的な対策
の強化を求める意見書の提出

提出先　内閣総理大臣　総務大臣
厚生労働大臣　文部科学大臣　
国家公安委員会委員長

可　決
（賛成全員）

発議案第 8 号 議員派遣の件
行政視察　産業建設委員会所属議員
　　　　　文教厚生委員会所属議員

可　決
（賛成全員）

同　第 2 号
教育委員会委員の任命につき
同意を求めることについて

朝倉台西　浅田　錦治氏
同　意

（賛成全員）

同　第 3 号
公平委員会委員の選任につき
同意を求めることについて

大字外山　大倉　孝之氏
同　意

（賛成全員）
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か
り
検
証
し
た

い
。

　

第
二
次
行
財
政
改
革
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
は
、
運
営
補

助
か
ら
事
業
費
補
助
へ
の
移
行

に
つ
い
て
、
一
律
カ
ッ
ト
を
実

施
し
た
こ
と
の
評
価
が
あ
る
の

み
で
、
事
業
費
補
助
へ
移
行
で

き
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
考

え
る
が
ど
う
か
。

答�　

第
一
次
、
第
二
次
と
行
財
政

改
革
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

効
果
額
と
い
う
面
で
、
一
定
の

成
果
は
出
せ
た
と
考
え
る
。
事

業
費
補
助
へ
の
移
行
と
い
う
面

で
は
、
十
分
と
は
思
っ
て
い
な

い
。
今
後
は
従
前
の
取
り
組
み

を
継
承
し
つ
つ
、
外
部
委
員
の

意
見
も
聞
き
な
が
ら
進
め
た

い
。

　

社
会
福
祉
協
議
会
の
平
成
25

年
度
の
決
算
に
お
い
て
、
一
般

会
計
で
一
千
万
円
の
運
営
基
金

へ
の
積
立
に
よ
り
、
基
金
総
額

が
一
億
二
千
万
円
を
超
え
、
介

護
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
特
別
会

計
で
は
、
四
千
万
円
の
積
立
に

よ
り
、
総
額
一
億
円
を
超
え
て

い
る
。災
害
時
等
も
想
定
さ
れ
、

そ
の
性
格
上
、
基
金
の
積
立
に

つ
い
て
は
一
定
の
認
識
は
し
て

い
る
が
、
目
標
額
を
定
め
る
協

議
等
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

答�　

基
金
の
目
標
額
も
含
め
、
踏

み
込
ん
だ
協
議
は
し
て
い
な

い
。
基
金
の
積
立
の
考
え
方
を

整
理
し
、協
議
し
て
い
き
た
い
。

　

補
助
金
に
つ
い
て
は
、
予
算

を
組
む
際
や
支
出
時
に
お
い

て
、
事
業
を
よ
く
精
査
し
、
相

手
方
の
財
政
状
況
や
事
業
効
果

を
十
分
に
検
証
で
き
て
い
る

か
。

答�　

事
業
費
補
助
へ
の
移
行
も
含

め
、
事
業
に
合
わ
せ
検
討
を
し

て
い
き
た
い
。

　

平
成
25
年
度
も
黒
字
と
い
う

こ
と
だ
が
、
事
業
を
行
わ
な
い

と
黒
字
に
な
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
市
長
と
し
て
、
本
年
度
ま

で
黒
字
化
を
優
先
し
、
次
年
度

以
降
の
反
転
攻
勢
に
期
す
る
も

の
も
あ
ろ
う
か
と
考
え
る
が
、

現
時
点
で
未
執
行
事
業
が
あ
っ

た
の
か
。

答�　

予
期
せ
ぬ
被
害
を
も
た
ら
し

た
台
風
等
の
自
然
災
害
に
よ
る

影
響
や
地
元
と
の
協
議
が
順
調

に
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
池
之
内

ほ
場
整
備
が
未
執
行
事
業
の
一

つ
で
あ
る
。
全
体
的
な
視
点
で

い
え
ば
、
本
市
の
財
政
状
況
か

ら
積
み
残
さ
れ
て
き
た
課
題
で

あ
り
、
推
し
進
め
て
い
る
過
程

に
あ
る
事
業
も
あ
る
。

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
の
取
組
に
つ
い

て　

近
年
、
透
明
性
を
高
め
る
と

と
も
に
、
市
民
の
参
画
や
行
政

と
市
民
の
協
働
を
推
進
す
る
流

れ
を
受
け
て
、
行
政
機
関
が
保

有
す
る
公
共
デ
ー
タ
を
公
開
す

る
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
へ
の
関
心

が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
の
取

組
の
先
進
地
で
あ
る
福
井
県
鯖

江
市
で
は
、
人
口
・
気
温
な
ど

の
統
計
情
報
、
災
害
時
の
避
難

所
の
位
置
情
報
、
鯖
江
百
景
の

観
光
情
報
等
を
公
開
す
る
こ
と

で
、
災
害
時
の
避
難
所
へ
の

問

問

問

市政について
こ こ が
聞 き た い

（代表質問・一般質問）

決
算
特
別
委
員
会
の

審
査
概
要

９
月
定
例
会
で
は
、
決
算
特
別

委
員
会
が
設
置
さ
れ
ま
し
た

が
、
そ
の
中
の
一
般
会
計
決
算

認
定
の
審
査
の
一
部
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。

　

代
表
質
問

　
　
　
　

大
西　

亘 

議
員

問
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ル
ー
ト
表
示
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

バ
ス
の
走
行
位
置
が
数
秒
間
隔

で
更
新
さ
れ
る
ア
プ
リ
な
ど
が

民
間
の
発
想
で
開
発
さ
れ
、
思

わ
ぬ
効
果
が
出
て
い
る
と
い

う
。
観
光
、
防
災
な
ど
様
々
な

分
野
で
活
用
が
期
待
さ
れ
る
取

り
組
み
で
も
あ
り
、
情
報
を
公

開
す
る
だ
け
で
、
予
算
も
必
要

で
な
い
と
聞
く
。
本
市
に
お
い

て
も
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
を
い

ち
早
く
実
施
し
、
県
内
市
町
村

を
リ
ー
ド
で
き
る
よ
う
取
り
組

み
を
進
め
て
は
ど
う
か
。

答 

（
市
長
）　

オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と

言
え
る
に
は
、
機
械
判
読
に
適

し
た
デ
ー
タ
形
式
で
、
２
次
利

用
が
可
能
な
利
用
ル
ー
ル
で
公

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現

在
、
本
市
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
開
し
て
い
る
画
像
や
地
図

デ
ー
タ
、
統
計
情
報
は
加
工
し

な
け
れ
ば
２
次
的
に
利
用
で
き

ず
、閲
覧
の
み
の
状
況
に
あ
る
。

今
後
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
を
進

め
る
際
の
基
本
的
な
考
え
方
や

取
り
組
み
の
方
向
性
等
を
研
究

し
て
い
き
た
い
。

ピ
ロ
リ
菌
の
除
菌
で
胃
が
ん
撲
滅

に
つ
い
て

　

ピ
ロ
リ
菌
の
正
式
名
は
ヘ
リ

コ
バ
ク
タ
ー
・
ピ
ロ
リ
と
い
い
、

こ
の
ピ
ロ
リ
菌
が
胃
の
粘
膜
に

す
み
つ
き
、
胃
が
ん
や
胃
潰

瘍
等
の
発
生
原
因
に

な
る
と
国
も
認
め
て

い
る
。
日
本
人
の
２

人
に
１
人
が
感
染
し

て
い
る
と
さ
れ
、
胃

が
ん
に
罹
患
し
た
人

の
１
０
０
％
が
ピ
ロ

リ
菌
に
感
染
し
て
い

た
と
の
調
査
結
果
も

あ
り
、
胃
が
ん
を
撲

滅
す
る
に
は
除
菌
を

進
め
る
こ
と
が
最
も

重
要
で
あ
る
と
考
え

る
。
ピ
ロ
リ
菌
の
感

染
検
査
を
市
の
検
診

に
加
え
る
考
え
は
な

い
か
。
ま
た
、
兵
庫

県
篠
山
市
や
岡
山
県
真
庭
市
で

は
、
中
学
生
を
対
象
に
検
査
を

実
施
し
て
い
る
。
本
市
か
ら
胃

が
ん
で
亡
く
な
る
方
を
な
く
す

た
め
、
年
代
ご
と
に
適
切
な
取

り
組
み
を
「
ピ
ロ
リ
菌
撲
滅
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
推
進
し

て
は
ど
う
か
。

答 

（
市
長
）　

が
ん
対
策
に
は
、が

ん
検
診
を
推
奨
し
、
早
期
発

見
、
早
期
治
療
が
最
も
重
要
な

施
策
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
認

識
し
て
い
る
。
現
在
は
厚
生
労

働
省
の
が
ん
予
防
重
点
保
健
教

育
及
び
が
ん
検
診
実
施
の
た
め

の
指
針
に
基
づ
き
実
施
し
て
い

る
が
、
各
世
代
の
ピ
ロ
リ
菌
撲

滅
に
関
し
、
国
や
県
の
方
針
は

無
く
て
も
、
医
師
会
や
学
校
関

係
者
、
校
医
の
先
生
方
と
よ
く

相
談
し
、
ぜ
ひ
必
要
と
な
れ
ば

前
向
き
に
検
討
し
、
進
め
て
い

き
た
い
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構
築
に

つ
い
て

① 

認
知
症
早
期
発
見
の
取
組
な
ど

に
つ
い
て

② 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
の
導

入
に
つ
い
て

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
構

築
に
向
け
て
、「
日
常
生
活
圏

域
ニ
ー
ズ
調
査
」
の
進
捗
状
況

は
ど
う
か
。
ま
た
、
認
知
高
齢

者
の
対
策
に
つ
い
て
次
の
点
を

聞
き
た
い
。
①
早
期
発
見
と
早

期
の
受
診
、
診
断
、
早
期
治
療

が
大
切
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

本
市
の
対
策
は
ど
う
か
。
②
携

帯
電
話
な
ど
を
利
用
し
て
家
族

や
自
分
自
身
が
簡
単
に
認
知
症

の
チ
ェ
ッ
ク
が
で
き
る
「
こ

れ
っ
て
認
知
症
？
」
と
い
う
シ

ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い
て
。
③

認
知
高
齢
者
の
徘
徊
対
策
に
つ

い
て
④
介
護
予
防
の
一
環
と
す

る「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
」

の
導
入
に
つ
い
て
。

答 

（
市
長
）　

市
内
65
歳
以
上
の
要

介
護
２
以
下
の
方
２
、０
０
０

人
を
抽
出
、調
査
票
を
送
付
し
、

65
％
の
方
に
返
答
を
い
た
だ
い

た
。
10
月
中
に
報
告
書
を
作
成

し
、
分
析
結
果
を
踏
ま
え
、
第

６
期
の
事
業
計
画
を
ま
と
め
た

い
。
①
桜
井
市
地
域
医
療
福
祉

懇
話
会
を
今
年
の
３
月
に
立
ち

上
げ
、
そ
の
分
科
会
で
協
議
を

重
ね
て
い
る
。
②
チ
ェ
ッ
ク
項

目
や
運
用
費
用
面
な
ど
を
分
科

会
で
検
証
し
、
積
極
的
に
取
り

組
み
た
い
。
③
早
期
に
徘
徊
高

齢
者
Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

構
築
し
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
の
貸
出

な
ど
先
進
地
を
参
考
に
検
討
し

た
い
。
④
高
齢
者
が
生
き
が
い

を
持
っ
て
社
会
参
加
で
き
る
環

境
づ
く
り
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。

　

一
般
質
問

　
　
　
　

阪
口　

 

豊 

議
員

纒
向
遺
跡
に
つ
い
て

　

JR
巻
向
駅
周
辺
に
広
が
る
纒

向
遺
跡
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
発
祥

の
地
と
目
さ
れ
、
邪
馬
台
国
畿

内
説
の
最
有
力
候
補
地
で
も
あ

る
。
２
０
１
３
年
に
は
一
部
が

国
史
跡
指
定
さ
れ
た
が
、
調
査

面
積
は
南
北
１
、５
キ
ロ
、
東

西
２
キ
ロ
に
も
及
ぶ
広
大
な
面

積
で
あ
り
、
調
査
は
未
だ
全
体

の
２
％
に
も
満
た
ず
、
全
体
の

解
明
に
は
長
い
年
月
と
膨
大
な

予
算
が
必
要
と
考
え
る
。
市
長

の
２
年
半
の
取
り
組
み
や
実
績

が
見
え
て
こ
な
い
と
言
わ
れ
る

中
、
日
本
の
宝
で
あ
る
纒
向
遺

跡
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
、
こ

の
エ
リ
ア
を
市
全
体
の
活
性
化

に
い
か
に
繋
げ
る
考
え
か
。
ま

た
、「
歴
史
文
化
基
本
構
想
」

の
中
身
が
未
だ
見
え
て
こ
な

い
。
纒
向
遺
跡
で
は
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
出
来
、
地
域
づ
く

り
に
ど
う
活
用
す
る
考
え
か
。

問

問

問

胃がんの 8 割がピロリ菌が原因

胃の中に集団でいる様子

一匹のピロリ菌
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毎
年
、
纒
向
学
研
究
セ
ン
タ
ー

主
催
の
東
京
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
多

く
の
考
古
学
フ
ァ
ン
を
魅
了
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
発

信
は
、
２
０
２
０
年
開
催
の
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
見
据
え
た
誘
客
戦
略

に
も
通
じ
る
と
考
え
る
が
ど
う

か
。

答 

（
市
長
）　

纒
向
遺
跡
の
保
存
活

用
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
遺
跡

保
存
に
留
ま
ら
ず
、
周
辺
の
景

観
や
環
境
の
保
全
ま
で
見
据
え

る
必
要
が
あ
り
、
国
や
県
等
と

も
調
整
を
図
り
、
将
来
の
マ
ス

タ
ー
プ
ラ
ン
と
な
る
歴
史
文
化

基
本
構
想
の
中
で
、「
保
存
管

理
計
画
」
と
具
体
的
な
史
跡
整

備
等
の
「
整
備
管
理
計
画
」
の

策
定
を
進
め
て
い
る
。
策
定
に

あ
た
っ
て
は
、
考
古
学
や
史
跡

整
備
、
地
域
づ
く
り
分
野
の
学

識
者
の
ほ
か
、
国
や
県
、
ま
た

地
元
委
員
に
も
入
っ
て
い
た
だ

き
、
地
元
の
意
見
も
聞
き
な
が

ら
各
計
画
を
ま
と
め
た
い
。
旧

纒
向
小
学
校
跡
地
は
纒
向
遺
跡

の
拠
点
と
し
て
、
便
益
施
設
を

含
め
た
史
跡
整
備
を
考
え
て
い

る
。
纒
向
遺
跡
は
本
市
に
お
い

て
、
文
化
財
と
し
て
の
価
値
は

も
と
よ
り
、
歴
史
文
化
を
生
か

し
た
ま
ち
づ
く
り
や
観
光
産
業

振
興
を
図
る
上
で
も
重
要
で
、

近
い
将
来
、地
域
の
み
な
ら
ず
、

市
全
体
の
活
性
化
の
起
爆
剤
に

な
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
情

報
発
信
等
の
取
り
組
み
は
極
め

て
重
要
で
あ
り
、
天
理
市
や
田

原
本
町
と
広
域
連
携
し
た
情
報

発
信
等
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
進

め
て
い
る
。
今
後
、
歴
史
文
化

基
本
構
想
に
基
づ
く
本
市
の
魅

力
を
東
京
で
PR
し
、
外
国
人
来

訪
者
へ
の
誘
客
に
努
め
た
い
。

答 
（
教
育
長
）　

歴
史
文
化
基
本
構

想
は
、
今
後
の
文
化
財
保
護
行

政
の
指
針
と
な
る
も
の
で
あ

り
、
歴
史
文
化
を
生
か
し
た
ま

ち
づ
く
り
の
方
向
づ
け
を
行

う
基
礎
資
料
と
な
る
。
東
京

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
関
東
、
首

都
圏
に
お
け
る
纒
向
遺
跡
の
知

名
度
ア
ッ
プ
に
一
定
の
成
果
は

得
ら
れ
た
と
考
え
る
。
今
後
は

年
齢
層
の
拡
大
を
図
れ
る
よ
う

工
夫
し
、
文
化
財
課
、
観
光
ま

ち
づ
く
り
課
が
連
携
し
継
続
し

た
い
。

相
撲
神
社
に
つ
い
て

　

昨
年
７
月
７
日
に
穴
師
カ
タ

ヤ
ケ
シ
に
あ
る
相
撲
神
社
に
お

い
て
、「
勝
利
の
聖
」・
野
見
宿

禰
記
念
碑
除
幕
式
と
記
念
式
典

が
挙
行
さ
れ
た
。
今
年
４
月
に

は
、
野
見
宿
禰
顕
彰
会
と
桜

井
・
天
理
青
年
会
議
所
な
ど
地

域
の
皆
さ
ん
に
よ
る
土
俵
づ
く

り
が
行
わ
れ
、
５
月
に
は
、
わ

ん
ぱ
く
相
撲
大
会
「
山
の
辺
場

所
」
が
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。

相
撲
発
祥
の
聖
地
で
あ
る
こ
の

地
は
、市
の
財
産
で
あ
る
。「
政

教
分
離
の
原
則
」
は
あ
る
と
考

え
る
が
、
市
長
が
常
々
言
わ
れ

る
「
協
働
の
観
点
」
か
ら
一
緒

に
で
き
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
土
俵
が
整
備
さ
れ

た
今
、
屋
形
等
ハ
ー
ド
面
の
整

備
や
當
麻
蹶
速
ゆ
か
り
の
葛
城

市
と
の
相
撲
交
流
等
、
今
後
の

取
り
組
み
は
ど
う
か
。

答 

（
市
長
）　

纒
向
校
区
区
長
会
、

相
撲
発
祥
の
聖
地
野
見
宿
禰
顕

彰
会
を
は
じ
め
、
地
域
の
皆
様

の
取
り
組
み
と
そ
の
思
い
に
、

敬
意
と
感
謝
を
申
し

上
げ
た
い
。
記
念
碑

建
立
等
の
話
を
受
け
、

本
市
を
甦
ら
せ
る
素

晴
ら
し
い
取
り
組
み

と
感
じ
、
日
本
相
撲

協
会
へ
地
元
区
長
会

長
と
同
行
し
、
趣
旨

説
明
を
行
っ
た
。
相

撲
神
社
は
本
市
の
み

な
ら
ず
、
国
全
体
の

宝
で
あ
る
と
考
え
て

お
り
、
今
後
も
本
市

の
相
撲
神
社
が
相
撲

発
祥
の
地
で
あ
る
こ

と
の
情
報
発
信
に
全

力
で
努
め
る
と
と
も
に
、
市
と

し
て
市
長
と
し
て
何
が
で
き
る

か
考
え
て
い
き
た
い
。

答 

（
教
育
長
）　

葛
城
市
か
ら
交
流

の
提
案
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
相

撲
発
祥
の
地
で
あ
る
こ
と
を
内

外
に
ア
ピ
ー
ル
す
べ
く
、
交
流

が
図
れ
る
よ
う
検
討
し
た
い
。

女
性
が
活
躍
で
き
る
社
会
に
つ
い

て　　

安
倍
総
理
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

の
成
長
戦
略
の
一
つ
に
「
女
性

の
活
躍
推
進
」
を
掲
げ
、
平
成

32
年
に
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
、

指
導
的
地
位
の
３
割
以
上
が
女

性
に
な
る
よ
う
目
指
す
と
し
て

お
り
、少
子
高
齢
化
が
加
速
し
、

生
産
年
齢
人
口
の
減
少
が
進
む

我
が
国
に
お
い
て
、
労
働
力
の

確
保
と
い
う
面
だ
け
で
な
く
、

今
後
の
経
済
活
性
化
の
た
め
に

も
意
欲
の
あ
る
女
性
が
活
躍
し

や
す
い
就
労
環
境
を
整
備
し
て

い
く
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る

と
考
え
る
。
ま
た
、
女
性
の
視

点
で
行
う
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
、
市
民
ニ
ー
ズ
に

対
し
、
多
様
に
対
応
で
き
る
と

い
う
利
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

本
市
に
お
い
て
も
、
女
性
職
員

が
働
き
や
す
い
職
場
環
境
を
整

備
し
、
女
性
管
理
職
の
比
率
を

　

一
般
質
問

　
　
　
　

東　
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問

問

上
昇
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

答 
（
市
長
）　

第
２
次
安
倍
改
造
内

閣
で
は
、
高
市
総
務
大
臣
を
筆　

頭
に
、
歴
代
内
閣
で
最
多
に
並

ぶ
５
名
の
女
性
閣
僚
が
起
用
さ

れ
、「
女
性
が
輝
く
社
会
の
実

現
」
に
向
け
、ス
タ
ー
ト
し
た
。

本
市
に
お
い
て
も
、
数
値
目
標

は
定
め
て
い
な
い
も
の
の
、
以

前
よ
り
女
性
職
員
の
自
覚
と
意

識
の
高
揚
を
図
る
た
め
、
市
町

村
研
修
セ
ン
タ
ー
で
の
キ
ャ
リ

ア
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
や
女
性
職

員
エ
ン
パ
ワ
ー
研
修
等
へ
の
派

遣
を
行
っ
て
お
り
、
職
員
の
資

質
や
能
力
に
よ
り
、
積
極
的
に

女
性
の
管
理
職
へ
の
登
用
を

図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

管
理
職
の
女
性
比
率
は
、
平
成

17
年
度
が
18
％
で
あ
っ
た
が
、

平
成
26
年
度
は
23
％
と
な
り
、

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
の
成
果

が
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
ま
た
、
育
児
や
介
護

に
つ
い
て
は
、男
女
を
問
わ
ず
、

子
の
看
護
休
暇
や
育
児
休
業
、

短
期
・
長
期
の
介
護
休
暇
等
が

あ
り
、
該
当
す
る
職
員
は
そ
の

制
度
を
活
用
し
て
い
る
。
今
後

も
女
性
職
員
の
活
躍
を
支
援
す

る
た
め
に
職
員
の
意
見
を
聞

き
、
職
場
環
境
の
整
備
に
取
り

組
む
と
と
も
に
、
研
修
等
に
よ

り
女
性
職
員
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ

プ
を
図
る
こ
と
で
、
女
性
管
理

職
の
登
用
に
努
め
た
い
。

一
般
公
衆
浴
場
の
支
援
に
つ
い
て

　

近
年
、
全
国
各
地
で
一
般
公

衆
浴
場
の
廃
業
が
増
え
て
お

り
、
本
市
に
お
い
て
も
相
次
い

で
銭
湯
が
廃
業
さ
れ
て
い
る
。

銭
湯
利
用
者
の
多
く
は
、
低
価

格
で
気
軽
に
行
け
る
銭
湯
が
な

く
な
る
こ
と
で
、
ど
う
す
れ
ば

い
い
の
か
と
危
惧
さ
れ
て
い

る
。銭
湯
は
単
に
公
衆
衛
生
上
、

必
要
な
施
設
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
憩
い
の
場
・
ふ
れ
あ
い
の

場
と
し
て
、
長
年
利
用
さ
れ
て

き
た
。
そ
こ
に
は
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
、
入
浴
す

る
楽
し
み
だ
け
で
な
く
、
隣
近

所
の
情
報
が
飛
び
交
う
利
用
者

の
交
流
の
場
で
も
あ
り
、
ま
さ

し
く
地
域
の
伝
統
文
化
を
支
え

て
き
た
施
設
で
も
あ
る
。
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築
に

は
、
銭
湯
は
大
変
重
要
な
施
設

で
あ
り
、
地
域
に
欠
か
す
こ
と

が
出
来
な
い
公
益
性
の
あ
る
施

設
と
考
え
る
が
、
一
般
公
衆
浴

場
の
支
援
は
ど
う
し
て
い
く
の

か
。

答 

（
市
長
）　

市
内
一
般
公
衆
浴
場

で
は
、
こ
ど
も
の
日
に
は
小
学

生
以
下
を
、
敬
老
の
日
に
は
70

歳
以
上
の
高
齢
者
を
無
料
に

し
、
12
月
に
は
季
節
湯
を
実
施

す
る
な
ど
、
地
域
の
憩
い
の

場
・
ふ
れ
あ
い
の
場

と
し
て
、
ま
た
子
ど

も
や
高
齢
者
の
世
代

を
超
え
た
つ
な
が
り

等
に
も
貢
献
い
た
だ

い
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
一
般
公
衆
浴

場
の
公
益
性
は
多
大

で
あ
り
、
地
域
に
は

欠
か
せ
な
い
施
設
で

あ
る
と
認
識
し
て
お

り
、
一
般
公
衆
浴
場

の
維
持
・
促
進
に
対

し
て
は
、
現
在
、
公

衆
浴
場
生
活
衛
生
協

同
組
合
桜
井
支
部
に

対
し
て
、
実
施
さ
れ
た
事
業
に

補
助
を
行
っ
て
い
る
。今
後
も
、

地
域
の
憩
い
の
場
・
ふ
れ
あ
い

の
場
と
し
て
一
般
公
衆
浴
場
が

継
続
で
き
る
よ
う
支
援
し
て
い

き
た
い
。

市
有
財
産
（
土
地
）
の
有
効
利
用

と
事
業
推
進
に
つ
い
て

　

本
市
の
財
政
は
黒
字
へ
の
転

換
が
図
れ
た
も
の
の
、
依
然
と

し
て
多
く
の
課
題
を
抱
え
た
状

況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
、

市
長
は
将
来
に
向
か
っ
て
夢
の

あ
る
桜
井
市
を
目
指
し
、
市
政

を
担
い
、
苦
労
も
あ
る
か
と
考

え
る
が
、
市
民
の
市
政
に
対
す

る
目
は
大
変
厳
し
い
。
緊
縮
財

政
時
の
中
、
創
意
工
夫
が
必
要

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
は
所
有

土
地
に
対
し
、「
有
効
に
活
用

し
な
い
」「
売
却
処
分
も
し
な

い
」「
所
有
し
て
い
る
だ
け
」

と
い
う
、
何
の
手
だ
て
も
打
て

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
市
民

の
利
用
に
供
す
る
、
或
い
は
税

収
増
を
見
込
む
な
ど
、
次
の
市

有
土
地
に
つ
い
て
今
後
の
あ
り

方
を
整
理
し
、
方
針
を
出
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。①「
鳥

見
山
緑
地
公
園
」に
つ
い
て
は
、

子
ど
も
た
ち
が
野
外
で
気
軽
に

安
全
に
遊
べ
る
施
設
に
す
る
な

ど
、
早
期
に
再
事
業
化
を
進
め

る
べ
き
と
考
え
る
。
本
事
業
の

必
要
性
も
含
め
ど
う
か
。
②
旧

桜
井
駅
前
北
口
第
１
駐
車
場
用

地
に
つ
い
て
は
、
本
市
が
所
有

す
る
普
通
財
産
の
中
で
最
も
価

値
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
市
の

玄
関
口
に
あ
た
り
、
観
光
誘
致

を
進
め
る
上
か
ら
も
、
早
期
に

有
効
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
が
、
民
間
活
力
の
導
入

も
含
め
、
庁
内
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
て
は
ど

う
か
。
③
市
道
阿
部
忍
阪
線
用

地
（
忍
阪
地
内
）
に
つ
い
て

は
、
平
成
13
年
度
に
大
き
な
市

費
を
投
じ
、
買
収
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
環
境
部
の
管
理
の

も
と
、
道
路
改
良
工
事
に
着
手

で
き
て
い
な
い
。
地
元
の
要
望

に
応
え
ら
れ
る
よ
う
早
急
に
事

業
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
④

上
之
郷
小
学
校
跡
地
に
つ
い
て

は
、
民
間
に
よ
る
高
齢
者
福
祉

施
設
の
計
画
が
不
調
に
終
わ
っ

た
後
、
ど
の
よ
う
な
検
討
が
進

　

一
般
質
問

　
　
　
　

札
辻　

輝
已 
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め
ら
れ
て
き
た
の
か
。
桜
井
駅

前
北
口
第
１
駐
車
場
用
地
と
同

様
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を

編
成
し
、
有
効
活
用
に
向
け
た

検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。

答 

（
市
長
）　

①
平
成
23
年
度
に
改

定
し
た
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
に
お
い
て
、
公
園
緑
地

ゾ
ー
ン
と
位
置
付
け
て
お
り
、

本
市
に
子
ど
も
た
ち
が
遊
べ
る

施
設
は
是
非
と
も
つ
く
り
た
い

と
考
え
る
が
、
現
在
進
め
る
都

市
計
画
道
路
の
見
直
し
と
、
そ

の
後
の
整
備
方
針
や
他
の
都
市

公
園
を
含
む
都
市
基
盤
整
備
事

業
に
つ
い
て
事
業
手
法
等
の
検

証
を
行
い
、
限
り
あ
る
財
源
の

中
、
本
市
に
と
っ
て
何
を
最
も

優
先
す
べ
き
か
判
断
し
、
実
現

に
向
か
っ
て
取
り
組
み
た
い
。

②
本
市
の
玄
関
口
に
あ
り
、
非

常
に
利
便
性
も
高
く
、
有
効
活

用
の
必
要
性
は
十
分
認
識
し
て

い
る
。
観
光
・
産
業
創
造
都
市

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

宿
泊
施
設
の
誘
致
な
ど
民
間
活

力
を
活
用
し
た
施
設
整
備
や
手

法
な
ど
に
つ
い
て
研
究
す
る
と

共
に
、
い
か
に
活
用
し
整
備
す

る
か
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

と
い
う
形
態
も
含
め
、
全
庁
的

に
検
討
し
た
い
。
③
未
改
良
区

間
の
早
期
事
業
化
に
つ
い
て

は
、
地
元
地
権
者
の
方
の
合

意
を
得
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
今
年
７
月

に
地
元
の
忍
阪
区

長
よ
り
平
成
28
年

度
の
事
業
化
に
向

け
、
要
望
書
も
出

さ
れ
て
お
り
、
今

後
は
こ
れ
ま
で
進

め
て
き
た
道
路
改

良
事
業
の
手
法
に

よ
る
か
、
都
市
計

画
道
路
事
業
の
手

法
か
、
経
済
面
や

投
資
効
果
な
ど
の

検
証
も
行
い
な
が

ら
事
業
実
施
の
検

討
を
進
め
た
い
。
④
現
在
、
生

涯
ス
ポ
ー
ツ
及
び
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
の
場
と

し
て
活
用
す
る
一
方
、
有
効
活

用
の
検
討
を
進
め
て
き
た
が
実

現
に
至
っ
て
い
な
い
。
今
後
も

引
き
続
き
、
上
之
郷
地
域
の
活

性
化
に
向
け
て
、
地
元
の
意
見

を
聞
き
な
が
ら
、
関
係
部
署
と

十
分
協
議
し
、
市
総
体
と
し
て

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
手
法

も
視
野
に
入
れ
、
考
え
て
い
き

た
い
。

答 

（
教
育
長
）　

④
平
成
18
年
４
月

１
日
に
地
元
の
理
解
と
決
断
を

得
て
、初
瀬
小
学
校
と
統
合
し
、

児
童
・
生
徒
達
は
元
気
に
学
習

し
て
く
れ
て
い
る
。
今
後
も
登

下
校
の
安
全
は
も
と
よ
り
、
子

ど
も
た
ち
が
安
全
安
心
な
学
校

生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
最
善
の

努
力
を
し
た
い
。市
長
同
様
に
、

地
元
の
意
見
を
踏
ま
え
、
市
総

体
で
有
効
活
用
を
図
れ
る
よ
う

検
討
し
た
い
。

答 

（
環
境
部
長
）　

③
グ
リ
ー
ン

パ
ー
ク
建
設
に
あ
た
り
、
当
時

の
環
境
部
で
一
部
必
要
な
道
路

用
地
と
し
て
買
収
し
、
行
政
財

産
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。

答 

（
都
市
建
設
部
長
）　

③
平
成
18

年
度
に
は
事
業
化
に
向
け
、
道

路
法
線
の
変
更
案
を
示
し
た

が
、合
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

平
成
25
年
度
に
は
カ
ー
ブ
修
正

等
、
部
分
的
な
改
善
策
を
地
権

者
の
方
と
調
整
を
図
っ
た
が
、

現
在
不
調
に
な
っ
て
お
り
、
継

続
し
て
調
整
を
図
っ
て
い
き
た

い
。

子
育
て
支
援
の
拠
点
整
備
に
つ
い

て　

平
成
28
年
度
か
ら
桜
井
総
合

庁
舎
に
休
日
診
療
所
、
医
療
セ

ン
タ
ー
、
健
康
推
進
課
、
児
童

福
祉
課
、
社
会
福
祉
協
議
会
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
、
ク

ロ
ー
バ
ー
学
園
が
移
転
す
る
計

画
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
庁
舎

を
母
親
が
気
軽
に
相
談
で
き
、

親
同
士
の
交
流
の
場
が
提
供
さ

れ
、
待
ち
時
間
に
子
ど
も
た
ち

が
遊
ぶ
ス
ペ
ー
ス
を
備
え
る
な

ど
の
「
子
育
て
支
援
の
拠
点
」

と
し
て
、
整
備
す
る
こ
と
が
重

要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま
た

整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
是
非
、

両
親
、
特
に
母
親
の
意
見
を
持

つ
機
会
を
設
け
る
と
と
も
に
、

こ
れ
ま
で
の
子
育
て
支
援
策
を

再
検
証
し
、
充
実
し
た
支
援
策

の
構
築
を
検
討
し
て
ほ
し
い
。

答 

（
市
長
）　

桜
井
総
合
庁
舎
に
つ

い
て
は
、
県
機
能
移
転
後
に
本

市
が
活
用
す
る
た
め
、
本
年
度

に
耐
震
化
及
び
大
規
模
改
修
工

事
設
計
業
務
を
行
い
、
平
成
28

年
度
か
ら
本
市
の
医
療
・
福
祉

の
拠
点
と
し
て
活
用
す
べ
く
、

県
と
協
議
を
重
ね
て
い
る
。
組

織
が
１
か
所
に
集
約
さ
れ
れ

ば
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
子
育
て

支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
、
大
き
な
前
進
と
し

た
い
。
既
存
施
設
を
最
大
限
有

効
に
活
用
で
き
る
よ
う
、
こ
れ

ま
で
の
経
験
と
利
用
者
の
意
見

を
集
約
し
、
改
修
計
画
に
反
映

さ
せ
る
べ
く
、
現
場
ス
タ
ッ
フ

も
参
加
し
検
討
を
重
ね
た
い
。

子
育
て
を
取
り
巻
く
環
境
が
大

き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
と
実

感
し
て
お
り
、担
当
部
局
に
は
、

こ
う
し
た
こ
と
も
踏
ま
え
指
示

を
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
十
分

に
実
施
で
き
な
か
っ
た
子
育
て

に
関
す
る
講
座
や
療
育
教
室
等

の
子
育
て
支
援
策
の
充
実
に
つ

な
げ
た
い
。

未
着
手
都
市
計
画
道
路
の
見
直
し

に
つ
い
て

　

こ
れ
ま
で
の
都
市
計
画
道
路

問
　

一
般
質
問

　
　
　
　

土
家　

靖
起 

議
員

問

早期の有効利用が望まれる上之郷小学校跡地

旧桜井北口駅前駐車場跡地
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一
般
質
問

　
　
　
　

工
藤　

将
之 

議
員

問

の
多
く
は
高
度
経
済
成
長
期
に

決
定
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は

人
口
減
少
・
高
齢
社
会
の
到
来

な
ど
、
社
会
状
況
が
変
化
し
て

き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
未
着
手

の
都
市
計
画
道
路
に
つ
い
て

は
、
改
め
て
そ
の
必
要
性
を
支

障
の
無
い
も
の
は
廃
止
も
含

め
、
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
が
ど
う
か
。
今
後
、
都

市
計
画
道
路
の
事
業
実
施
に
あ

た
っ
て
は
、
優
先
順
位
を
つ
け

る
の
か
。
今
年
７
月
に
も
地
元

か
ら
事
業
化
の
要
望
書
が
出
さ

れ
て
い
る
都
市
計
画
道
路
粟

原
・
池
之
内
線
の
未
改
良
区
間

の
整
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
の
経
緯
も
あ
り
、
早
期
整
備

が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

答 

（
市
長
）　

平
成
22
年
度
に
県
が

策
定
し
た
「
県
都
市
計
画
道
路

の
見
直
し
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に

沿
っ
て
、
平
成
24
年
度
か
ら
見

直
し
案
の
検
討
に
着
手
し
て
い

る
。
現
在
、
ま
と
め
て
い
る
段

階
で
あ
り
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
、
県
と
の
協
議
、
都
市
計

画
審
議
会
な
ど
手
続
き
を
踏

み
、
平
成
27
年
度
中
に
決
定
の

告
示
を
行
う
。
手
法
に
つ
い
て

は
、
都
市
計
画
道
路
が
有
す
る

機
能
を
項
目
化
し
、
現
在
求
め

る
機
能
が
な
い
場
合
は
廃
止
す

る
。
粟
原
・
池
之
内
線
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
踏

ま
え
、
道
路
改
良
事
業
の
手
法

に
よ
る
か
、
都
市
計
画
道
路
事

業
の
手
法
に
よ
る
か
を
、
財
政

面
や
投
資
効
果
な
ど
の
検
証
を

行
い
、
地
元
地
権
者
の
合
意
を

得
な
が
ら
、
事
業
実
施
の
検
討

を
進
め
て
い
き
た
い
。

答 

（
都
市
建
設
部
長
）　

今
回
の
見

直
し
で
は
、
各
都
市
計
画
道
路

を
存
続
す
る
か
廃
止
す
る
か
の

み
を
検
討
し
、
優
先
順
位
は
含

ま
な
い
。

都
市
公
園
の
整
備
に
つ
い
て

　

平
成
20
年
12
月
定
例
会
で
も

一
般
質
問
を
行
っ
た
が
、
都
市

計
画
決
定
さ
れ
て
い
る
都
市
公

園
で
あ
る
桜
井
公
園
、
芝
運
動

公
園
、
鳥
見
山
緑
地
は
、
既
に

期
限
が
切
れ
、
現
在
休
止
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
る
。
地
域
の
発
展

等
も
含
め
、
早
期
に
事
業
ベ
ー

ス
に
乗
せ
る
べ
き
で
は
な
い

か
。
特
に
、
鳥
見
山
緑
地
に
つ

い
て
は
、
市
南
部
の
都
市
化
に

伴
い
、
屋
外
の
遊
び
場
が
な
い

状
況
や
災
害
時
の
避
難
場
所
等

を
考
え
、
都
市
公
園
化
し
、
多

目
的
広
場
等
の
施
設
を
含
め
た

都
市
公
園
を
検
討
し
て
は
ど
う

か
。

答 

（
市
長
）　

鳥
見
山
緑
地
公
園

は
、
近
年
の
財
政
状
況
の
硬
直

化
に
伴
い
、
平
成
16
年
度
に
中

和
幹
線
な
ど
の
道
路
事
業
を
優

先
す
る
と
い
う
判
断
の
も
と
、

一
旦
休
止
し
現
在

に
至
っ
て
い
る
。

今
後
の
方
針
と
し

て
は
、
他
の
都
市

基
盤
整
備
事
業
も

含
め
、
事
業
手
法

も
検
証
し
、
公
園

事
業
の
在
り
方
を

検
討
し
て
い
き
た

い
。

子
育
て
政
策
に
つ
い
て

① 

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
の
導
入
に
つ
い
て

　

現
在
、
我
が
国
は
少
子
化
に

歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
状
況
に

あ
る
。
し
か
し
子
ど
も
の
多
く

い
る
地
域
は
活
気
に
満
ち
、
子

ど
も
た
ち
を
中
心
と
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
る
な

ど
、
多
く
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
む

と
と
も
に
世
代
間
交
流
が
各
世

代
に
効
果
を
及
ぼ
す
と
い
う
研

究
結
果
が
多
く
あ
る
こ
と
か

ら
、
地
域
に
と
っ
て
子
ど
も

は
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ

る
。
ま
た
、
若
い
世
代
の
定

住
・
移
入
を
促
進
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
子
育
て
政
策
を
含
む

行
政
サ
ー
ビ
ス
が
判
断
基
準
に

な
る
と
考
え
る
。
本
市
を
維
持

し
て
い
く
た
め
に
も
、
子
育
て

を
行
い
や
す
い
環
境
の
整
備
が

急
務
で
あ
り
、
行
政
に
よ
る
積

極
的
な
世
代
間
交
流
を
行
え
る

場
の
提
供
な
ど
が
必
要
で
は
な

い
か
。
当
市
の
子
育
て
環
境
の

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
は
描
け
て

い
る
か
。「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
（
以

下
、
サ
ポ
ー
ト
事
業
）」
と
い

う
、
子
育
て
世
代
の
登
録
者
が

共
働
き
等
で
困
っ
た
と
き
に
、

未着手状態が続く鳥見山緑地公園
（手前：桜井南小学校体育館）

問

厚生労働省のリーフレット表紙
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登
録
サ
ポ
ー
タ
ー
が
有
償
で
援

助
す
る
事
業
が
あ
る
が
、
現

在
、
県
内
12
市
で
実
施
さ
れ
て

い
な
い
の
は
本
市
と
御
所
市
だ

け
で
あ
る
。
議
員
有
志
で
調
査

し
た
と
こ
ろ
非
常
に
良
い
制
度

で
あ
り
、
実
施
に
向
け
た
情
報

提
供
も
し
た
い
。
国
も
重
要
な

事
業
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
ど

う
か
。

答 

（
市
長
）　

平
成
27
年
度
か
ら
始

ま
る
新
た
な
子
育
て
支
援
事
業

計
画
策
定
の
中
で
、
子
ど
も
や

家
庭
に
対
す
る
相
談
や
援
助
、

子
ど
も
や
親
が
気
軽
に
集
え
る

場
所
の
確
保
な
ど
、
相
談
事
業

や
体
制
の
充
実
に
向
け
、
鋭
意

検
討
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
具

現
化
に
向
け
、
医
療
・
福
祉
が

連
携
し
た
施
設
に
子
育
て
支
援

拠
点
を
設
置
し
、
必
要
な
事
業

を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。
サ
ポ
ー
ト
事
業
に
つ
い
て

は
、
先
進
地
事
例
に
学
び
、
諸

課
題
を
整
理
す
る
中
で
、
積
極

的
に
検
討
し
た
い
。

答 

（
福
祉
保
健
部
長
）　

子
育
て
支

援
拠
点
に
つ
い
て
は
、
多
世
代

が
集
え
る
場
と
し
て
も
検
討
し

て
い
き
た
い
。
サ
ポ
ー
ト
事
業

は
具
体
的
に
は
決
ま
っ
て
い
な

い
が
、
ま
ず
保
護
者
が
安
心
し

て
預
け
ら
れ
る
体
制
が
講
習
等

も
含
め
、必
要
と
考
え
て
い
る
。

桜
井
市
行
財
政
改
革
ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ン
に
つ
い
て

　

新
た
な
行
財
政
改
革
の
指
針

と
な
る
桜
井
市
行
財
政
改
革
大

綱
に
基
づ
く
「
桜
井
市
行
財
政

改
革
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
が

策
定
さ
れ
た
。
特
に
持
続
的
な

行
政
運
営
の
確
立
に
向
け
た
取

り
組
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
は

期
待
し
た
い
が
、
今
回
の
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
に
は
数
値
目
標

が
入
っ
て
い
な
い
。
項
目
の
中

に
は
事
業
効
果
や
成
果
を
数
字

で
明
確
に
表
し
、
進
行
管
理
す

べ
き
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
各
項
目
が
で
き
る
ま
で
の

経
緯
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

取
り
組
み
を
進
め
る
中
、
提
案

自
体
も
な
い
部
局
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
こ
と
自
体
が
問
題
で

あ
る
。
大
綱
に
よ
る
と
、「
地

域
経
営
」
に
お
け
る
市
民
の
関

心
は
市
民
協
働
、行
財
政
改
革
、

広
域
連
携
と
あ
る
が
、
今
回
の

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
は
広
域

連
携
が
他
の
二
つ
に
比
べ
弱
い

の
で
は
な
い
か
。
広
域
連
携
に

つ
い
て
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の

必
要
性
を
感
じ
る
が
ど
う
か
。

ま
た
、
こ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
を
平
成
27
年
度
の
予
算
編
成

に
ど
の
よ
う
に
生
か
す
の
か
。

答 

（
市
長
）　

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

は
、
職
員
提
案
を
ベ
ー
ス
と
し

た
庁
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
、

外
部
委
員
に
よ
る
有
識
者
会

議
、
行
財
政
改
革
推
進
本
部
会

議
に
お
け
る
議
論
を
重
ね
て
策

定
し
た
。
職
員
提
案
に
は
、
部

局
に
偏
り
を
感
じ
、
特
に
ま
ち

づ
く
り
に
関
し
て
指
示
を
出
し

た
。
広
域
連
携
は
、
総
合
計
画

に
も
位
置
づ
け
、
一
定
の
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
た
め
と
考

え
る
が
、積
極
的
に
進
め
た
い
。

進
行
管
理
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

行
う
中
で
点
検
し
、
進
捗
状
況

に
つ
い
て
は
数
値
化
も
含
め
、

市
民
に
わ
か
り
や
す
く
情
報
提

供
を
行
う
努
力
を
し
た
い
。

答 

（
総
務
部
長
）　

一
般
財
源
枠
配

分
方
式
を
継
続
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
つ
つ
、
抜
本
的
改
革
で

あ
っ
た
第
２
次
改
革
で
の
弊
害

に
も
配
慮
し
、
予
算
編
成
の
担

保
と
し
た
い
。

第
６
期
桜
井
市
介
護
保
険
事
業
計

画
に
つ
い
て

　

来
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
る

介
護
保
険
制
度
改
正
の
最
大
の

問
題
点
は
、
要
支
援
者
向
け
の

訪
問
・
通
所
介
護
が
、
こ
れ
ま

で
の
全
国
一
律
の
基
準
で
運
営

さ
れ
て
い
た
保
険
給
付
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
か
ら
外
さ
れ
、
市
町

村
が
独
自
に
実
施
す
る
新
た
な

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
に
移
る
こ
と
で
あ
る
。

指
針
案
で
は
、
現
行
水
準
の
専

門
的
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
に
、
緩

和
し
た
基
準
を
設
け
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
可
能
と
し
、
専

門
職
員
が
居
ら
ず
と
も
、
食
堂

や
機
能
訓
練
室
、
ま
た
消
火
設

備
が
な
い
施
設
で
も
認
め
る
と

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
専
門
的

サ
ー
ビ
ス
が
使
え
る
の
は
、
市

町
村
な
ど
の
ケ
ア
・
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
定
さ
れ
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
入
所
は
、
知
的
・

精
神
障
害
等
を
伴
わ
な
い
限

り
、要
介
護
３
以
上
に
限
ら
れ
、

平
成
27
年
８
月
か
ら
は
、
一
定

以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
、
利

用
料
負
担
が
現
在
の
１
割
か
ら

２
割
負
担
と
な
る
。
今
回
の
改

正
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
大
き

く
後
退
さ
せ
、
低
所
得
者
も
含

む
負
担
増
を
迫
る
も
の
と
考
え

る
が
、
計
画
策
定
に
あ
た
り
、

本
市
の
考
え
方
と
現
在
の
取
り

組
み
は
ど
う
か
。
計
画
策
定
に

あ
た
っ
て
は
、
現
在
の
要
支
援

の
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
と
要
介
護

認
定
の
申
請
権
を
侵
害
し
な
い

よ
う
に
し
、
自
治
体
と
し
て
の

サ
ー
ビ
ス
の
後
退
を
招
か
ぬ
こ

と
を
望
む
。

答 

（
市
長
）　

今
回
の
介
護
保
険
法

の
改
正
で
は
、
制
度
の
持
続
可

能
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
介
護

保
険
で
の
全
国
一
律
サ
ー
ビ
ス

で
は
な
く
、
市
独
自
の
事
業
と

し
て
、
費
用
の
削
減
だ
け
で
な

く
、
対
象
者
に
応
じ
、
多
様
な

担
い
手
に
よ
る
多
様
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
に
な
る

と
考
え
る
。
事
業
内
容
の
設
計

に
つ
い
て
は
、
担
い
手
や
単
価

設
定
を
十
分
検
討
し
て
い
き
た

い
。
第
６
期
桜
井
市
介
護
保
険

事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
現

在
、
日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調

査
の
集
計
結
果
を
分
析
し
て
お

り
、
10
月
中
に
は
報
告
書
を
作

成
し
た
い
。
策
定
に
あ
た
っ
て

は
、
今
回
の
改
正
内
容
を
踏
ま

え
、
地
域
支
援
事
業
主
体
と
し

て
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
な
ら
ぬ

よ
う
、
要
介
護
認
定
の
申
請
に

つ
い
て
も
申
請
権
を
侵
害
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
十
分
配
慮
し

な
が
ら
策
定
を
進
め
た
い
。

　

一
般
質
問

　
　
　
　

吉
田　

忠
雄 

議
員

問

問



議会だより

19 広報わかざくら　平成26年12月号

桜
井
市
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
ご
み
焼

却
施
設
の
集
じ
ん
灰
に
よ
る
ダ
イ

オ
キ
シ
ン
濃
度
基
準
超
過
に
つ
い

て　

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
は
猛
毒
の
物

質
で
、
人
体
に
有
害
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
市
長
は
今
回
の
重
大
な
事

態
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

の
か
。以
下
の
点
を
聞
き
た
い
。

①
な
ぜ
基
準
値
以
上
の
ダ
イ
オ

キ
シ
ン
が
発
生
し
た
の
か
。
徹

底
し
た
原
因
究
明
は
で
き
て
い

る
か
。
②
大
阪
湾
フ
ェ
ニ
ッ
ク

ス
セ
ン
タ
ー
へ
の
処
理
灰
の
再

搬
入
の
目
途
と
条
件
③
基
準
値

を
超
え
る
測
定
結
果
が
出
た
時

点
で
公
表
し
な
か
っ
た
理
由
は

何
か
④
日
立
造
船
株
式
会
社
へ

の
業
務
監
視
は
万
全
か
。
ま

た
、
平
常
運
転
復
帰
は
業
務
委

託
契
約
の
手
順
通
り
行
わ
れ
た

の
か
。
⑤
安
全
で
リ
ス
ク
の
少

な
い
施
設
に
す
る
た
め
、
今
後

は
環
境
省
が
推
奨
す
る
専
門
集

団
で
あ
る
第
三
者
機
関
に
よ
る

環
境
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
制
度

を
採
用
し
て
は
ど
う
か
。

答 

（
市
長
）　

市
民
の
皆
さ
ん
を
は

じ
め
、関
係
者
や
関
係
団
体
等
、

大
変
多
く
の
方
々
に
多
大
な
る

ご
迷
惑
、
ご
心
配
を
か
け
る
こ

と
に
な
り
、
心
よ
り
深
く
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
二
度
と
起

こ
ら
な
い
よ
う
、
原
因
の
徹
底

し
た
究
明
と
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類

等
の
発
生
抑
制
に
万
全
の
対
策

を
講
じ
る
よ
う
メ
ー
カ
ー
に
対

し
強
く
指
示
し
て
お
り
、
最
善

を
尽
く
し
た
い
。

答 

（
環
境
部
長
）　

①
平
成
14
年
竣

工
以
来
、
基
準
値
を
超
え
た
の

は
今
回
が
初
め
て
で
あ
る
。
調

査
し
た
結
果
、
排
ガ
ス
冷
却
設

備
内
部
の
付
着
灰
が
混
入
し
た

こ
と
に
よ
る
可
能
性
が
高
い
と

考
え
る
。現
在
、プ
ラ
ン
ト
メ
ー

カ
ー
で
分
析
調
査
中
で
あ
る
。

②
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
を
は
じ
め
港

湾
関
係
者
等
の
同
意
が
必
要
で

あ
り
、
早
期
再
開
を
目
指
し
て

い
る
。
③
廃
棄
物
の
受
け
入
れ

側
で
あ
る
港
湾
関
係
者
等
や

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
並
び
に
奈
良
県

と
の
調
整
の
結
果
、
歩
調
を
合

わ
せ
報
道
発
表
し
た
。
④
業
務

日
報
等
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
会
議

で
業
務
監
視
を
行
っ
て
い
る
。

付
着
灰
が
混
入
し
た
も
の
に
よ

る
可
能
性
が
高
い
と
報
告
を
受

け
、
改
善
計
画
書
と
人
体
に
影

響
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
付

着
灰
を
含
ま
な
い
処
理
灰
の
サ

ン
プ
リ
ン
グ
調
査
が
基
準
値
を

超
え
て
い
な
い
こ
と
と
、
排
ガ

ス
の
自
主
測
定
値
が
環
境
面
に

お
い
て
全
く
問
題
な
い
結
果
で

あ
り
、
運
転
を
継
続

し
て
い
る
。
⑤
原
因

究
明
や
今
後
の
対
策

に
つ
い
て
、
第
三
者

機
関
や
環
境
分
野
の

ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

的
な
専
門
家
に
意

見
、
検
証
も
含
め
進

め
た
い
。

【
議
会
の
権
限
】

　

議
会
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
多

く
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、

市
政
の
重
要
な
事
項
を
審
議
す
る

大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

主
な
権
限
は
、
次
の
よ
う
な
も
の

が
あ
り
ま
す
。

◆
議
決
権

　

議
会
の
権
限
の
中
心
と
な
る
も

の
で
、「
条
例
の
制
定
・
改
正
・

廃
止
」「
予
算
の
決
定
」「
決
算
の

認
定
」「
市
税
等
の
賦
課
徴
収
」「
条

例
で
定
め
る
契
約
の
締
結
」
な
ど

市
の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
議
決

し
ま
す
。

◆
選
挙
権
・
同
意
書

　

議
長
及
び
副
議
長
を
選
出
す
る

選
挙
や
選
挙
管
理
委
員
な
ど
を
決

定
す
る
選
挙
を
行
い
ま
す
。ま
た
、

副
市
長
や
教
育
委
員
会
の
委
員
、

監
査
委
員
な
ど
と
い
っ
た
市
の
重

要
な
職
に
就
く
人
を
選
任
す
る
際

に
、
議
会
の
同
意
が
必
要
で
す
。

◆ 

検
査
権
・
監
査
請
求
権
・

　

調
査
権

　

市
の
事
務
に
つ
い
て
、
適
正
に

行
わ
れ
て
い
る
か
を
監
視
す
る
た

め
、
書
類
を
検
査
し
た
り
、
監
査

委
員
に
監
査
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
一
般
的

に
「
１
０
０
条
調
査
権
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
地
方
自
治
法
第

１
０
０
条
に
基
づ
き
、
市
の
仕
事

に
つ
い
て
調
査
し
、必
要
な
場
合
、

関
係
者
の
証
言
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

◆
意
見
書

　

公
益
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
市
議
会
の
意
志
を
決
定
し
、

国
・
県
な
ど
に
提
出
し
ま
す
。

◆
決
議

　

政
治
的
な
効
果
を
期
待
し
て
、

市
議
会
の
意
志
を
内
外
に
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
す
。

【
請
願
・
陳
情
】

　

市
民
の
皆
さ
ま
の
意
見
や
要
望

を
伝
え
る
方
法
と
し
て
、
請
願
や

陳
情
を
市
議
会
に
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

◆
請
願

　

提
出
さ
れ
た
請
願
書
は
、
所
管

す
る
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
本
会

議
で
採
決
さ
れ
ま
す
。
採
決
さ
れ

た
も
の
は
、
市
長
や
関
係
機
関
に

そ
の
実
現
を
要
望
し
ま
す
。
請
願

を
提
出
す
る
場
合
は
、
紹
介
議
員

の
署
名
、
押
印
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

◆
陳
情

　

提
出
さ
れ
た
陳
情
書
は
、
本
会

議
で
議
員
全
員
に
写
し
の
配
布
を

行
い
報
告
し
ま
す
。
陳
情
に
は
、

市
議
会
議
員
の
紹
介
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん
。

ストックヤードに管理されている処理灰

問

会
議

識
知
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年 末 年 始 情 報
■年末年始のごみの収集・搬入　　　　　　　　　　　　　　　　   　　   【環境部 45‐ 2001】

■年末年始のし尿の収集　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　      【清掃公社 45‐ 2005】

月 日 業 務

12 月 28 日（日） 毎月 1 日のコースを収集

12 月 29 日（月）・30 日（火） 毎月 2 日・3 日のコースを収集
12 月 31 日（水）～

平成 27 年 1 月 4 日（日）休業

平成 27 年 1 月 5 日（月）～ 通常どおり

※�転入や転居・転出等、し尿くみ取り家庭（従量制家庭を除く）
で世帯内の人数に変更があれば、必ず連絡してください。

◆浄化槽清掃のお願い
　「浄化槽法」では、１年に１回清掃することが義務
づけられています。浄化槽を清掃しないと河川の汚
染や浄化槽の故障（詰まり）の原因になりますので、
１年に１回清掃を実施してください。申込は清掃公
社まで連絡してください。
◆手数料口座振替のお願い
　し尿くみ取り家庭の「一般廃棄物処理手数料（ふ
ん尿）」の支払いは、便利な口座振替をご利用くだ
さい。詳しくは市内の金融機関もしくは清掃公社
まで問い合わせてください。

　

寒
波
の
季
節
に
な
る
と
、
水
道
管
の
水
が
凍
っ
て

凍
結
事
故
が
起
こ
り
ま
す
。
家
庭
で
は
、
次
の
点
に

注
意
し
、
水
道
管
を
凍
結
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

■�

水
道
管
の
冬
じ
た
く
は
お
早
め
に

　

北
向
き
・
風
当
た
り
の
強
い
場
所
お
よ
び
露
出
し

て
い
る
水
道
管
・
屋
外
の
散
水
栓
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト

柱
・
蛇
口
・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
は
、
市
販
の

防
寒
材
ま
た
は
毛
布
・
布
・

縄
な
ど
を
巻
き
、
そ
の
上

に
ビ
ニ
ー
ル
な
ど
で
カ

バ
ー
を
し
て
、
直
接
水
が

か
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て

く
だ
さ
い
。

■
水
道
管
が
凍
っ
た
ら

　

タ
オ
ル
や
布
を
か
け
、

そ
の
上
か
ら
ぬ
る
ま
湯
を

か
け
て
ゆ
っ
く
り
溶
か
し

て
く
だ
さ
い
。

■
水
道
管
が
破
裂
し
た
ら

　

止
水
栓
や
ス
ト
ッ
プ
バ
ル
ブ
等
を
締
め
て
水
を
止

め
、
市
の
指
定
工
事
店
に
修
繕
の
依
頼
を
し
て
く
だ

さ
い
。（
指
定
工
事
店
の
問
い
合
わ
せ
は
水
道
施
設

課
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。）

　

ま
た
、
日
頃
か
ら
止
水
栓
な
ど
の
状
態
を
確
認
し
、

異
状
時
に
は
早
め
に
水
道
施
設
課
へ
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。
家
な
ど
の
建
て
替
え
や
リ
フ
ォ
ー
ム
を
さ
れ

る
と
き
に
は
、
水
道
の
改
造
申
請
が
必
要
な
場
合
も

あ
り
ま
す
の
で
、
水
道
施
設
課
に
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

【
上
下
水
道
部

42
‐
９
２
１
１
（
代
表
）・

46
‐
０
６
２
０
（
水
道
施
設
課
給
水
係
直
通
）】

露出管は、防寒材を必ず
取り付けてください。

メーターボックス内に
は、ぼろ布や発泡スチ
ロールなどを箱いっぱ
いにつめてください。

水
道
管
の

　冬
じ
た
く
方
法

水
道
管
の

　冬
じ
た
く
方
法

水
道
管
の

　冬
じ
た
く
方
法

月 日 月・木コース 火・金コース 粗大ごみリクエスト ご み 搬 入（ 時 間 ）

12
月

23 日 火 ダンボール もやせるごみ
通常通り受付

（ 46 ‐ 3030）
午前 9 時～正午
午後 1 時～ 4 時

通常通り受付
午前 8 時 40 分～ 11 時 30 分

午後 1 時～ 4 時

24 日 水 ペットボトル もやせないごみ

25 日 木 もやせるごみ ダンボール

26 日 金 雑誌・牛乳パック もやせるごみ

27 日 土 － － 受付できません 午前 8 時 40 分～ 11 時 30 分

28 日 日 － カン

通常通り受付
通常通り受付

29 日 月 もやせるごみ 雑誌・牛乳パック

30 日 火 カン もやせるごみ 午前 8 時 40 分～午後 3 時

31 日 水 － － 受付できません 午前 8 時 40 分～ 11 時 30 分

翌
年
１
月

1 日 木 － －

受付できません
受付できません2 日 金 － －

3 日 土 － －

4 日 日 － － 午前 8 時 40 分～ 11 時 30 分

5 日 月 もやせるごみ ビン 通常通り受付 通常通り受付
※ごみの収集はクリーンカレンダー通りです。
※粗大ごみは、29日までの受付分まで年内収集いたします。
※搬入できるごみは、市指定袋に入った「もやせるごみ」および「もやせないごみ」です。
※ 30日のごみの搬入は午前 11時 30分～午後 1時は受付できません。

大
丈
夫
で
す
か水道

の
冬
じ
た
く

年 末 年 始 情 報
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年 末 年 始 情 報

■年末年始の交通規制（大神神社・安倍文殊院）
　大神神社繞道祭および初詣、安倍文殊院の初詣のため、周辺の道路が参
拝客で相当混雑します。図のとおり交通規制を実施しますので、ご協力を
お願いします。また、自家用車のご利用は、できるだけ避けてください。
◇交通規制実施期間◇

《大神神社周辺》
① 12 月 31 日午後 8 時～平成 27 年 1 月 1 日午後 8 時
②平成 27 年 1 月 2 日～ 5 日の各日午前 8 時～午後 8 時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《安倍文殊院周辺》
　① 12 月 31 日午後 10 時～平成 27 年 1 月 1 日午後 6 時
　②平成 27 年 1 月 2 日～ 3 日の各日午前 8 時～午後 6 時
※規制内容は変更の可能性があります。
※細かい規制など詳しくは、桜井警察署（ 46 ‐ 0110）まで。

【桜井警察署】

桜井
警察

三輪小

大神
 神社

三輪駅三輪駅

Ｒ
１
６
９

大三輪中

至天理

出口橋出口橋

年 末 年 始 情 報
■市の施設の年末年始休館等状況　　　　●…休館日　●…休日応急診療所診療日

12 月 平成 27 年 1 月 年
末
の
市
民
課
窓
口
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
住

民
票
・
印
鑑
証
明
・
戸
籍
等
証
明
が
必
要
な
人

は
早
め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

市役所（ 42‐ 9111） ● ● ● ● ● ● ● ● ●

桜井市民会館（ 45‐ 0964） ● ● ● ● ● ● ● ●

中央公民館（ 45‐ 0965） ● ● ● ● ● ● ●●

市立図書館（ 44‐ 2600） ● ● ● ● ● ● ● ●

総合体育館（ 45‐ 0609） ● ● ● ● ● ● ●

まほろばセンター（ 42‐ 1973） ● ● ● ● ● ●

埋蔵文化財センター（展示室）（ 42‐ 6005）※ 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●●

高齢者総合福祉センター（ 43‐ 1658） ● ● ● ● ● ● ●●

市営火葬場（ 42‐ 3520）※ 2 ● ●
休日応急診療所（ 45‐ 3720）
〈午前 10 時～午後 4時および午後 6時～ 11 時〉 ● ● ● ● ● ● ●

※１…文化財課業務は、市役所の日程と同じです。※２…12/31 は午後 3 時までです。

■年末年始のコミュニティバス運行状況　　　　○…運行　×…運休

12 月 平成 27 年 1 月

3 0日（火） 31日（水） 1 日（木） 2 日（金） 3 日（土）

桜井初瀬線（桜井駅南口～与喜浦） ○ ○ ○ ○ ○

朝倉台線（大和朝倉駅→仁王堂（済生会中和病院前）→大和朝倉駅） × × × × ×

多武峯線（桜井駅南口～談山神社） ○ ○ ○ ○ ○
※桜井初瀬線は、12月 23日（火・祝）～平成 27年 1月 6日（火）の間、学校休校日ダイヤで運行します。
※多武峯線は、上記の期間、土日祝日ダイヤで運行します。

▽ 問い合わせ先　奈良交通榛原営業所（ 0745‐82‐2201）　　　　　　　　　　　　　　　　　������【行政経営課】

‐毎月１日は「桜井安全・安心の日」です‐【危機管理課】

大神神社周辺

安倍文殊院安倍文殊院

木材会社木材会社

至
安
倍
木
材
団
地

至阿部上交差点

至済生会病院

安倍
 駐在所

奈
良
情
報
商
業
高
校一方通行規制

県
営
住
宅

 

阿
部
団
地公園

安倍文殊院周辺
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川
を
美
し
く

織
田
小
学
校
６
年　

生
駒　

由
奈

　

私
は
今
の
桜
井
市
の
川
は
け
っ
こ
う
き
た
な

い
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
か
ん
と
か
タ
バ
コ

と
か
、
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
ま
し
た
。
お
母
さ

ん
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
聞
い
て
み
る
と
、

「
昔
は
も
っ
と
き
た
な
か
っ
た
よ
‼
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
ビ
ッ
ク
リ
し
て
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
と
な
り
に
い
た
お
父
さ
ん

と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、

「
昔
は
き
れ
い
で
、
川
に
入
っ
て
よ
く
遊
ん
で

た
け
ど
。」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
時
、昔
の
川
っ

て
き
れ
い
な
の
か
き
た
な
い
の
か
よ
く
わ
か
ら

な
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と

お
父
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
、「
き
れ
い
な
川
に

よ
く
入
っ
て
遊
ん
で
い
た
。」
と
い
う
の
が
す

ご
く
う
ら
や
ま
し
い
で
す
。
今
の
桜
井
市
の
川

が
昔
の
よ
う
に
き
れ
い
に
な
れ
ば
、
私
も
川
に

入
っ
て
遊
べ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
か
な
あ

と
思
い
ま
し
た
。
き
れ
い
な
川
に
す
る
に
は
、

ま
ず
私
の
で
き
る
こ
と
か
ら
だ
な
あ
と
考
え
ま

し
た
。
そ
の
と
き
、
思
い
つ
い
た
の
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
参
加
で
し
た
。
私
た
ち
が
自
主

的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
、
き
れ
い
に

し
て
い
く
の
が
私
が
今
一
番
で
き
る
こ
と
か
な

あ
と
思
い
ま
し
た
。
最
近
、
私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
参
加
す
る
の
は
大
変
な
の
で
あ
ま
り
参
加

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

川
が
よ
ご
れ
て
い
く
原
因
の
一
つ
な
の
か
な
と

思
い
ま
し
た
。
川
が
き
れ
い
に
な
っ
て
い
っ
た

ら
、
魚
た
ち
も
す
み
や
す
い
環
境
に
な
る
し
、

私
た
ち
も
気
持
ち
が
よ
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
い

ま
し
た
。

　

私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
ゴ
ミ
を

取
っ
て
も
ま
た
ど
う
せ
す
ぐ
ゴ
ミ
が
増
え
る
だ

ろ
う
。
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
今
回

も
う
一
度
よ
く
考
え
て
み
る
と
私
の
考
え
は
ま

ち
が
え
て
い
た
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
か

ら
、
ど
ん
ど
ん
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
よ
う

と
思
い
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
人
が
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
参
加
し
て
、
き
れ
い
な
川
を
目
指
し

た
い
で
す
。
そ
し
て
、
き
れ
い
な
川
で
み
ん
な

と
遊
び
た
い
で
す
。

小
学
生
の
部

「
我
が
地
球
」
の
た
め
に
出
来

る
こ
と

　
　
　

桜
井
東
中
学
校
１
年谷岡　

華

　

私
は
、
一
学
期
に
社
会
の
授
業
で
地

球
温
暖
化
に
つ
い
て
勉
強
し
ま
し
た
。

地
球
温
暖
化
が
進
む
と
、
南
極
に
あ
る

氷
や
高
山
に
あ
る
氷
河
が
溶
け
て
海
面

が
上
昇
し
、
海
岸
沿
い
の
地
域
で
は
高

潮
の
被
害
や
将
来
的
に
は
陸
地
が
水
没

す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
森

林
面
積
の
約
三
分
の
一
に
あ
た
る
地
域

で
植
物
の
構
成
が
変
わ
っ
た
り
、
砂
漠

化
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
そ
の
地
球
温

暖
化
の
原
因
は
、
化
石
燃
料
を
燃
や
す

こ
と
で
生
じ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出

量
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。　
　

　

こ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
地
球
の
温
度
を
少
し
で
も
下
げ

る
た
め
に
私
が
出
来
る
事
は
何
が
あ
る

だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。
身
近

な
と
こ
ろ
で
は
ク
ー
ラ
ー
の
温
度
を
下

げ
す
ぎ
な
い
こ
と
が
思
い
つ
き
ま
す
。

ク
ー
ラ
ー
は
家
の
中
を
涼
し
く
快
適
に

し
て
く
れ
る
け
れ
ど
、
外
に
は
熱
風
を

排
出
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
私
の
家

で
は
少
し
で
も
ク
ー
ラ
ー
に
頼
ら
な
い

生
活
を
す
る
た
め
に
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ

ン
を
作
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
春
に
お

父
さ
ん
と
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
へ
行
き
、

き
ゅ
う
り
の
苗
を
四
本
買
っ
て
来
て
窓

辺
に
植
え
ま
し
た
。
夏
休
み
の
今
で
は

き
ゅ
う
り
は
元
気
に
成
長
し
て
緑
の
葉

が
繁
っ
て
太
陽
の
日
差
し
を
や
わ
ら
げ

て
く
れ
て
い
ま
す
。
私
は
き
ゅ
う
り
が

大
好
き
な
の
で
、
実
が
な
る
と
収
穫
す

る
の
は
私
の
役
目
で
毎
日
お
い
し
く
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
地
球
の
た
め
に
も

な
る
し
、
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
し
、

こ
れ
は
ま
さ
に
一
石
二
鳥
で
す
。
最
近

で
は
町
の
色
ん
な
場
所
で
ゴ
ー
ヤ
や
朝

顔
な
ど
の
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
を
目
に

す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
地
球

に
や
さ
し
く
す
る
心
を
持
っ
た
人
が
増

え
て
い
る
と
思
う
と
嬉
し
く
な
り
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　

　

も
っ
と
も
っ
と
地
球
の
た
め
に
出
来

る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
小
さ
な

事
で
も
大
勢
で
積
み
重
ね
て
い
け
ば
地

球
の
温
度
を
下
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と

信
じ
て
い
ま
す
。
未
来
の
た
め
に
、
今

出
来
る
こ
と
を
や
り
ま
し
ょ
う
‼

【
環
境
部
】

中
学
生
の
部

　

10
月
26
日
、
第
21
回
桜
井
市
環
境
フ
ェ
ア
が
開
催
さ
れ
、
入
選
者
に
よ
る
環

境
作
文
優
秀
作
品
の
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。
作
文
か
ら
子
ど
も
達
の
環
境
に
対

す
る
思
い
を
感
じ
て
く
だ
さ
い
。〈
敬
称
略
〉

環
境
作
文
優
秀
作
品
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事
業
者
の
み
な
さ
ん　

従
業
員
の
み
な
さ
ん

桜
井
市
で
は
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
の
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
！

市
区
町
村
（
桜
井
市
）

事
業
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
）

従
業
員
等
（
納
税
義
務
者
）

※給与から徴収していただく税額は、市区町村にて計算のうえ通知します。

※従業員が常時 10名未満の事業者には、申請により納期を年２回とする制度があります。

従業員の住所地（１月１日現在）の
市区町村へ給与支払報告書の提出

（1 月 31 日まで）
①

特別徴収税額の計算②

●�奈良県全体で、個人住民税の特別徴収義務の履行を徹底すべく取り組んでいます。
●�給与支払者（事業者）のみなさんは、法令に基づく適正な特別徴収の実施にご協力をお願いします。

給与から徴収した税額を従業員
の住所地（１月１日現在）の市区
町村へ納入（翌月 10 日まで）

⑥

特別徴収義務者指定通知・
特別徴収税額の通知

（5 月 31 日まで）
③

特別徴収税額の通知
（5 月 31 日まで） ④

給与の支払いの際、税額を徴収 
（給与天引き）

  6 月～翌年 5 月まで
  毎月の給与支給日

⑤

※ 個人住民税とは、個人の前年中（１月１日～ 12 月 31 日）
の所得に対してかかる市・県民税のことです。

◆特別徴収とは…
　給与支払者（事業者）が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員等に支払う給与から個人住民税を
差し引いて、市区町村に納入していただく制度のことです。（地方税法第 321 条の 3）

◆特別徴収義務者とは…
　地方税法第 41条、第 321 条の 4および第 328
条の 5第 1項の規定により、所得税の源泉徴収義
務がある事業者は、特別徴収義務者として指定さ
れます。これにより、パート・アルバイト、専従者、
役員を含むすべての従業員等の個人住民税を特別
徴収することとなります。事業者や従業員等の意
思による徴収方法の選択はできません。
　また、地方税法第 317 条の 6により、給与支払
者には、すべての従業員等の給与支払報告書を市
区町村に提出することが義務付けられています。
　なお、退職者で総支給額が 30 万円以下の場合
は提出が義務付けられていませんが、公正な所得
把握のため提出の協力をお願いします。
◆�個人住民税の特別徴収（給与天引き）の対象者とは
　平成 26年中（1月 1日～ 12月 31日）に課税対

象所得があり、平成 27 年４月 1日現在において
給与の支払いを受けている人が対象です。よって、
これまで個人で納付（普通徴収）をしていた人でも、
先に当てはまる人は特別徴収の対象者となります。
　また、税額決定通知書等は、事業所を通じて（個
人情報保護シール貼付）渡されることとなります。
◆特別徴収ができない人とは
　退職者など特段の理由がある場合には普通徴
収が認められます。なお、次の理由に該当する
場合には別途切り替え手続きが必要です。
A．給与支払のない月がある
B．�給与の支払形態が日払いのため天引きでき
ない

C．他の事業所で特別徴収
　不明な点は、税務課市民税係（ 42‐ 9111 内
線541・542）まで問い合わせてください。���【税務課】

環
境
川
柳
入
選
作
品

　

環
境
フ
ェ
ア
に
応
募
さ
れ
た
多

数
の
環
境
川
柳
の
中
か
ら
、
入
選

の
環
境
川
柳
優
秀
作
品
を
発
表
し

ま
す
。〈
敬
称
略
〉

桜
井
市
長
賞

「
ゴ
ミ
は
言
う

　
　 

よ
み
が
え
り
た
い
　
私
達
」

桜
井
市
／
岡
田　

貴
久
子

環
境
フ
ェ
ア
実
行
委
員
会
会
長
賞

「
粗
大
ご
み

　
　
み
が
か
れ
二
度
の

　
　 

　
　
　
　
　
　
勤
め
待
つ
」

桜
井
市
／
植
田　

恒
子

桜
井
川
柳
会
会
長
賞

「
清
掃
が
　
終
り
緑
に
　
深
呼
吸
」

桜
井
市
／
尾
崎　

順
子

【
環
境
部
】

犬の飼い主のみなさんへのお願い
犬のしつけやフンの処理は飼い主のマナーで
す。一人のマナーの低下により、周囲には多
大な迷惑がかかります。犬の散歩時にはフン
を処理する道具を持参し、飼い主が責任を
持って後片付けをしましょう。また、犬・猫
のご相談などは、動物愛護セン
タ ー（ 0745 ‐ 83 ‐ 2631） へ
問い合わせてください。
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□
産
業
の
振
興

根
田　

裕
行
さ
ん

幕
田　

隆
司
さ
ん

吉
﨑　

和
雄
さ
ん

吉
田　

洋
子
さ
ん

萩
原　

弘
已
さ
ん

岩
本　

力
さ
ん

豊
田　

穰
一
さ
ん

谷
口　

政
信
さ
ん

澤　
　

伸
嘉
さ
ん

□
教
育
の
振
興

木
村　

勝
代
さ
ん

近
藤　

江
利
子
さ
ん

谷
森　

茂
雄
さ
ん

竹
本　

忠
由
さ
ん

南　
　

孝
行
さ
ん

□
社
会
福
祉
の
増
進

山
本　

史
郎
さ
ん

近
藤　

茂
男
さ
ん

瀬
村　

季
世
子
さ
ん

大
島　

鳳
淳
さ
ん

表　
　

和
成
さ
ん

　

田　

紘
子
さ
ん

福
田　

伊
玖
子
さ
ん

山
原　

尚
子
さ
ん

喜
多　

昭
賢
さ
ん

中
村　

高
子
さ
ん

荻
野　

光
子
さ
ん

水
野　

キ
ミ
子
さ
ん

□
自
治
の
振
興

北
中　

豊
治
さ
ん

橘　
　

秀
裕
さ
ん

井
口　

義
雄
さ
ん

　

11
月
３
日
、
文
化
の
日
に
第
43
回
市
表
彰
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
表
彰
式
は
、
市
の
表
彰
条
例
に
基
づ
き
、
自
治
・
産
業
・
観
光
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

の
振
興
お
よ
び
公
益
の
増
進
の
た
め
に
貢
献
さ
れ
、
市
民
の
模
範
と
し
て
そ
の
功
績
が
顕

著
な
人
に
贈
ら
れ
ま
す
。
今
年
は
、
29
名
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
他
、
消
防
活
動
の
功
労
者
の
表
彰
に
つ
い
て
は
、
新
年
１
月
５
日
の
消
防
出
初
式

に
行
わ
れ
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�【
秘
書
課
】

第
43
回

桜
井
市
表
彰

桜
井
市
国
保
に
加
入
し
て
い
る
み
な
さ
ん
へ

今
年
の
特
定
健
診
は

済
ん
で
い
ま
す
か
？

　

６
月
か
ら
特
定
健
診
が
ス
タ
ー
ト
し
、

６
か
月
が
経
過
し
ま
し
た
。（
対
象
の
人

に
は
５
月
末
に
ピ
ン
ク
色
の
封
筒
で
受
診

券
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。）

　

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
、
忘
年
会
や
正
月

な
ど
で
生
活
習
慣
が
乱
れ
が
ち
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
に

よ
り
医
療
機
関
が
混
雑
す
る
こ
と
が
予
測

さ
れ
ま
す
。
で
き
る
だ
け
普
段
の
体
の
状

態
を
知
る
た
め
に
も
、
早
め
に
受
診
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

受
診
券
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、
再

交
付
が
可
能
で
す
。
気
軽
に
給
付
係
ま
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　　　　

現
在
、
特
定
健
診
を
受
診
し
て
い
な
い
人

を
対
象
に
、
電
話
で
の
健
診
案
内
を
行
っ
て

い
ま
す
。
質
問
等
は
給
付
係
ま
で
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
医
療
課
給

付
係
（

42
‐
９
１
１
１
内
線

５
２
７
・
５
２
６
）　　
　

【
保
険
医
療
課
】

お
知
ら
せ
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　障がいを持つ人が社会、経済、文化など、さま
ざまな活動に参加する意欲を高めるための啓発週
間です。心身に障がいを持つ人への理解を深めま
しょう。
◆知って欲しいこと
　障がいは、病気や事故と同じく誰にでも生じ得
るものです。
　そして、障がいは多種多様で、同じ障がいでも
症状は一律ではありません。
　しかし、目が悪くなれば眼鏡をかけるように、
不自由さを補う道具・援助があれば活躍できるこ
とはたくさんあります。
　少しの介助があれば、地域の中で日常生活を営
み、障がいのない人と同じ職場で働いている人や、
趣味やスポーツなどで活躍している人もたくさん
います。
◆�障がいのある人に、こんな配慮をお願い
します

・温かく接してください。

・困っていそうな場面を見かけたら
　「何かお困りですか」と一声かけて、自分ででき
るサポートをしましょう。
　「障がいがあるから」と決め付けないでください。　　
　それぞれの個性や能力が活かせることを一緒に
考えてみましょう。
・�介助者がいても、介助者では
なく本人に話しかけましょう。
・�障がいだけを見るのではなく、
その人の全体像を見て接しま
しょう。
◆「あいサポート運動」
　桜井市は、奈良県よりまほろ
ば「あいサポート運動」を推進する「あいサポー
ト団体」の認定を受けました。
●「あいサポート運動」って？
　障がいの特性・障がいのある人の困っているこ
と・必要な配慮を理解し、日常生活でちょっとし
た配慮を実践していく活動です。

ストレス度が比較的
低い場合の例

ストレス度が比較的
高い場合の例

今月の市税・保険料
納期限は 12月 25日（木）です。

市税
■固定・都計税〈3期分〉
■国民健康保険税〈6期分〉
保険料
■介護保険料〈6期分〉
■後期高齢者医療保険料〈6期分〉

※�

納
め
忘
れ
の
な
い

よ
う
に
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

12 月 3 日～ 9 日は『障害者週間』です

こころの健康度　何度ですか？
～こころの体温計でストレスチェック～

　近ごろ、何か楽しい気分になれなかったりよく落ち込んだ
りしていませんか。そんなときは、こころの温度が下がって
いるかもしれません。楽しい気分になるためにはこころの中
にもエネルギーが必要です。この機会にこころの温度を測っ
てみてはいかがでしょうか。

▽  利用方法　市のホームページから、また
は https://fishbowlindex.jp/sakurai/ に
直接アクセスしてください。ＱＲコード
からもアクセスできます。
健康状態や人間関係などの質問に回答す
ると、ストレス度が金魚鉢のイラストで表示されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　【社会福祉課】
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健康だより

番号のおかけ間違いのないようにご注意ください。

１
乳幼児対象事業（妊婦・乳幼児と保護者対象）

乳幼児健康診査（対象者には個人通知します）
事業名 対象者 日時（受付時間） 場所 内容 持ち物

４か月児
健康診査

平 成 26 年 9 月 1 日
～ 9 月 15 日生まれ

平成 27 年 1 月 19 日（月）
13：00 ～ 14：00

保
健
会
館

身体計測・問診・診察（内
科）・離乳食の話・育児
相談

母子健康手帳・乳幼
児健康管理票・問診
票・バスタオル平成 26 年 9 月 16 日

～ 9 月 30 日生まれ
平成 27 年 1 月 30 日（金）
13：00 ～ 14：00

10 か月児
健康診査

平 成 26 年 3 月 1 日
～ 3 月 15 日生まれ

平成 27 年 1 月 16 日（金）
13：00 ～ 14：00 身体計測・問診・診察（内

科）・育児相談・歯科相談・
栄養相談

母子健康手帳・問診
票・バスタオル平成 26 年 3 月 16 日

～ 3 月 31 日生まれ
平成 27 年 1 月 29 日（木）
13：00 ～ 14：00

1 歳 6 か月児
健康診査

平 成 25 年 6 月 1 日
～ 6 月 15 日生まれ

平成 27 年 1 月 8 日（木）
13：00 ～ 14：00

身体計測・問診・診察（内
科・ 歯 科 ）・ 育 児 相 談・
歯科相談・栄養相談・発
達相談

母子健康手帳・健康
診査票・歯科診査票平成 25 年 6 月 16 日

～ 6 月 30 日生まれ
平成 27 年 1 月 9 日（金）
13：00 ～ 14：00

2 歳 6 か月児
歯科健康診査

平成24 年6 月生まれ 平成 27 年 1 月 8 日（木）
  9：00 ～ 10：00

問診・診察（歯科）・歯
科相談・育児相談
※ 保護者の歯科健診も実

施しています。

母子健康手帳・歯科
診 査 票（ 子 ど も 用・
保護者用）・質問票・
ハブラシ・タオル

3 歳 6 か月児
健康診査

平 成 23 年 6 月 1 日
～ 6 月 15 日生まれ

平成 27 年 1 月 22 日（木）
13：00 ～ 14：00

尿検査・身体計測・問診・
診察（内科・歯科）・育児
相談・歯科相談・栄養相
談・発達相談

母子健康手帳・健康
診査票・アンケート
票・当日朝一番の尿平成 23 年 6 月 16 日

～ 6 月 30 日生まれ
平成 27 年 1 月 23 日（金）
13：00 ～ 14：00

相談・教室
事業名 対象者 日時 場所 内容 持ち物 申込

すくすく相談
（乳幼児

健康相談）

主に生後 9 か月未
満の乳児

平成 27 年 1 月 15 日（木） 
9：30 ～ 10：00 ▲ 保

健
会
館

身体計測・育児相談・栄
養相談

母子健康手帳・
バスタオル

不
要主に生後 9 か月～

1 歳 7 か 月 未 満 の
乳幼児

平成 27 年 1 月 27 日（火）  
9：30 ～ 10：00 ▲

マタニティ教
室　　　　 ◆

妊娠 4 か月～ 8 か
月未満の妊婦及び
その家族

平成 27 年 1 月 13 日（火）
9：30 ～ 12：00 ◎ ●

ママのからだの話（保健
師）妊娠中の食生活の話

（栄養士）

母子健康手帳・
筆記用具

要
（
定
員
20
名
）

平成 27 年 1 月 20 日（火）
9：30 ～ 12：00 ◎ 保

健
会
館

生まれたばかりの赤ちゃ
んの話、沐浴実習等（助
産師・保健師）

平成 27 年 1 月 26 日（月）
9：30 ～ 12：00 ◎

赤ちゃんとママの歯の話
（歯科衛生士）子育てサー

ビスの話（保健師）
▲…受付時間　◎…実施時間　●…まほろばセンターエルト桜井 2 階
◆…〈要申込〉の事業は電話で健康推進課（ 45 ‐ 3443）まで。
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歯
周
疾
患
・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
を

受
け
ら
れ
ま
し
た
か
？

　　

左
記
に
該
当
す
る
人
は
歯
周
疾
患
・
骨
粗
し
ょ

う
症
検
診
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
対
象

の
検
診
を
ま
だ
受
診
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
早

期
発
見
・
早
期
治
療
の
た
め
、
こ
の
機
会
に
ぜ

ひ
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

・
歯
周
疾
患
検
診

▽�

対
象　

桜
井
市
内
に
居
住
す
る
平
成
26
年
３

月
31
日
現
在
で
左
記
の
年
齢
に
該
当
す
る
人

▽�

実
施
期
限　

平
成
27
年
２
月
28
日

▽
実
施
場
所　

市
内
実
施
医
療
機
関　

▽ 

検
診
内
容　

問
診
・
歯
周
組
織
検
査
（
診
察
）

▽
料
金　

無
料�

▽�

申
込
方
法　

電
話
で
健
康
推
進
課
ま
で
申
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
申
込
み
後
、
歯
周
疾
患
検

診
問
診
票
を
送
り
ま
す
の
で
、問
診
票
を
持
っ

て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

問
診
票
が
な
い
と
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

▽�

申
込
先　

健
康
推
進
課
（
保
健
会
館
）

　
（

45
‐
３
４
４
３
）

・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

▽�

対
象　

桜
井
市
内
に
居
住
す
る
平
成
26
年
３

月
31
日
現
在
で
左
記
の
年
齢
に
該
当
す
る
女

性
▽�

実
施
期
限　

平
成
27
年
２
月
28
日

▽
実
施
場
所　

市
内
実
施
医
療
機
関　

▽
検
診
内
容　

問
診
・
骨
塩
定
量
測
定　
　
　

▽�

料
金　

�

１
、３
０
０
円�（
た
だ
し
、
無
料
に
な

る
人
が
い
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。）

▽ 

申
込
方
法　

電
話
で
健
康
推
進
課
ま
で
申
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
申
込
み
後
、
骨
粗
し
ょ
う

症
検
診
問
診
票
を
送
り
ま
す
の
で
、
問
診
票

を
持
っ
て
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

問
診
票
が
な
い
と
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

▽�

申
込
先　

健
康
推
進
課
（
保
健
会
館
）

　
（

45
‐
３
４
４
３
）

40
歳
昭
和
48
年
４
月
１
日
～

昭
和
49
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

 

45
歳
昭
和
43
年
４
月
１
日
～

昭
和
44
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

50
歳
昭
和
38
年
４
月
１
日
～

昭
和
39
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

 

55
歳
昭
和
33
年
４
月
１
日
～

昭
和
34
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

60
歳
昭
和
28
年
４
月
１
日
～

昭
和
29
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

 
65
歳
昭
和
23
年
４
月
１
日
～

昭
和
24
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

70
歳
昭
和
18
年
４
月
１
日
～

昭
和
19
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
女
性

◎ 検（健）診をうけましょう ◎
　
　「さくら号」で胃がん検診の市内巡回検診を行います（平成 27年 1月 20日まで）。申込み方法等、
詳しくは広報わかざくら 10月号の折り込みチラシをご覧ください。定員になり次第締め切りにな
ります。
※�妊娠中または妊娠の可能性のある人、授乳中の人は検診を受けることができません。胃腸疾患の
治療中の人はかかりつけの医療機関で受診してください。

▽ 問い合わせ先　医療センター（ 45‐ 2505）、または健康推進課（ 45‐ 3443）

～食生活改善推進員と一緒に
　　　　　食事について楽しく学びましょう！～

▽ 対象者　年長児～小学３年生とその保護者

▽  日時　平成 27年 1月 25日（日）
　　　　午前 10時～午後 1時

▽ 場所　中央公民館　調理実習室

▽ 持ち物　エプロン・三角巾・ふきん３枚・タオル

▽ 定員　12組

▽ 料金　１組 500 円（子２人目から 100 円追加）

▽  申込方法　平成 27年 1月 22 日（木）までに電話
で健康推進課（ 45‐3443）へ申込んでください。

～食生活改善推進員とともに…
　　　　　　　　　　プチ講座もあります～

▽ 対象者　40 歳以上の市民

▽  日時　平成 27年 1月 28日（水）
　　　　午前 10時～午後 2時

▽ 場所　中央公民館　調理実習室

▽ 持ち物　エプロン・三角巾・ふきん３枚・タオル

▽ 定員　30人

▽ 料金　300 円

▽  申込方法　平成 27年 1月 23 日（金）までに電話
で健康推進課（ 45‐3443）へ申込んでください。

40
歳
昭
和
48
年
４
月
１
日
～

昭
和
49
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人

50
歳

昭
和
38
年
４
月
１
日
～

昭
和
39
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人

60
歳

昭
和
28
年
４
月
１
日
～

昭
和
29
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人

70
歳

昭
和
18
年
４
月
１
日
～

昭
和
19
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人
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要予約

※�乳がん検診は、職場健診等他に同等の健診（検診）
を受ける機会のない人を対象に、実施にかかる費
用のうち一部を公費で負担する制度です。自己負
担金が無料になる人は、以下のとおりです。
　
　

③�または④に該当する人は、受診する前に健康推進
課まで連絡してください。
※�健診（検診）毎に実施期間中１人１回限りです。
ただし、２年に１回のため、平成 25 年度に公費
負担で受診した人は今年度の公費負担の対象にな
りません。
※��実施医療機関については問い合わせてください。
実施医療機関によっては定員に達した場合、受診
できないこともあります。あらかじめご了承くだ
さい。

▽ 問い合わせ先　健康推進課（ 45‐ 3443）

平成２6 年度の乳がん検診の申込受付期間がもうすぐ終了します！
　今年度の乳がん検診は受診されましたか？乳がん検診の申込受付期間は平成２7年１月３0日（金）で終了
します。まだ受診されていない人は早めに受けましょう。

項目 対象者 内容 自己負担金 受診方法

乳がん検診 40 歳以上の女性 問診、乳房Ｘ線検査（マ
ンモグラフィ）、視触診 2,300 円 電話で健康推進課へ

桜
井
保
健
所
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

（
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
内
）

に
よ
る
野
犬
捕
獲
・
引
取
り

▽
捕
獲
最
終
日　

12
月
18
日
（
木
）

▽
引
取
最
終
日　

12
月
19
日
（
金
）

※�

平
成
27
年
１
月
５
日
（
月
）
か
ら
通
常
ど
お
り
の

業
務
を
行
い
ま
す
。

▽ 

問
い
合
わ
せ
先　

桜
井
保
健
所
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
（

０
７
４
５
‐
83
‐
２
６
３
１
）

満
65
歳
以
上
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
は
12
月
末
で
終
了
し
ま
す
。

　

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
は
12
月
31

日
で
終
了
と
な
り
ま
す
。（
た
だ
し
、
昭
和
24
年

12
月
生
ま
れ
の
人
の
接
種
期
間
は
、
平
成
27
年
１

月
31
日
ま
で
で
す
。）

▽�

対
象
者　

接
種
時
点
で
満
65
歳
に
達
し
、
自
ら

接
種
を
希
望
す
る
人
。
ま
た
、
満
60
歳
以
上
65

歳
未
満
で
、
心
臓
・
じ
ん
臓
ま
た
は
呼
吸
器
の

機
能
に
自
己
の
身
辺
の
日
常
生
活
行
動
が
極
度

に
制
限
さ
れ
る
程
度
の
障
害
を
有
す
る
人
お
よ

び
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機

能
に
日
常
生
活
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
程
度
の

障
害
を
有
す
る
人
で
、
な
お
か
つ
、
障
害
者
手

帳
を
持
っ
て
い
る
人
で
医
師
が
必
要
と
認
め
、

自
ら
接
種
を
希
望
す
る
人
。

▽�

料
金　

１
、５
０
０
円
（
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
人
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
無
料
に

な
り
ま
す
。
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
受

け
る
前
に
健
康
推
進
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。）

※�
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
や
同
じ
年
度
内
で
２
回
目

以
降
の
接
種
は
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

▽�

実
施
場
所　

市
内
の
予
防
接
種
実
施
医
療
機
関

（
２
０
１
４
年
度
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
に
掲
載
）

に
予
約
が
必
要
で
す
。
市
外
医
療
機
関
で
接
種

希
望
の
場
合
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

平
成
26
年
１
月
１
日
以
降
に
65
歳
に
な
る
人
に

は
個
人
通
知
し
て
い
ま
す
。66
歳
以
上
の
人
は
、

市
内
実
施
医
療
機
関
に
予
診
票
を
備
え
付
け
て

あ
り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

健
康
推
進
課
（
保
健
会
館
）

（

45
‐
３
４
４
３
）

健
康
相
談 

　
「
健
診
結
果
が
気
に
な
る
」「
生
活
習
慣
を
見
直
し
た

い
が
、
具
体
的
に
何
を
し
た
ら
い
い
の
？
」
等
、
生
活

習
慣
病
に
関
す
る
相
談
を
受
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

生
活
改
善
を
し
な
い
と
い
け
な
い
の
は
分
か
っ
て
い
る

け
ど
実
行
が
で
き
な
い
人
に
対
し
て
も
、
実
行
に
向
け

て
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。
必
ず
電
話
で
申
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

▽
日
時　

平
成
27
年
１
月
21
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～
11
時　

▽
場
所　

市
役
所
３
階
第
１
会
議
室

▽ 

内
容　

保
健
師
・
管
理
栄
養
士
の
健
康
相
談
、
血

☆

圧

測
定
、
身

☆

長
・
体
重
測
定
、
体

☆

脂
肪
測
定
、
尿

☆

検
査　
　

　

☆
は
必
要
な
人
の
み
実
施　

▽ 

持
ち
物　

健
康
手
帳
、
検
査
結
果
等
、
健
康
状
態
が

わ
か
る
も
の
で
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

▽
料
金　

無
料

▽ 

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

健
康
推
進
課
（

45
‐
３
４
４
３
）

① 75歳以上の人
②�身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳を持っている人

③生活保護を受けている人
④市民税非課税世帯の人
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おはなし会の案内（当日参加）
　『桜井おはなしの会』や『子ども読

よ

未
み

知
ち

』、職員によるおはなし会を開催しています。　※大人も入場できます
月 日 対 象 時 間 内 容 場 所

12

6 日（土） こども（小学生から）
午後 3時～ 3時 30 分 おはなしや絵本の読み

聞かせなど
おはなしのへや

13 日（土） こども（3歳～ 6歳）

20 日（土） どなたでも 午後 3時～ 4時 クリスマス会
絵本と音楽のコラボ

27 日（土） こども（2歳まで） 午後 3時～ 3時 15 分 絵本の読み聞かせなど
●�新しい本の情報については、図書館内の配布資料やホームページでも見ることができます。
☆�お願い　次に読みたい人が待っている場合もありますので、本の返却期限は必ず守ってください。
期限を過ぎてもご返却がない場合、貸出停止になることがあります。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

◎今月の休館日は、毎週火曜日と第２金曜日（12 日）、年末年始（12/29 ～ H27.1/4） です。
【図書館 44 ‐ 2600　ホームページアドレス http://www.library.sakurai.nara.jp】

図 書 館 か ら の お 知 ら せ
●年末年始のお知らせ
　年末年始の休館（12 月 29 日（月）から翌年１月４
日（日）まで）に伴いまして、特別貸出を行います。

▽実施期間　12月 13日（土）～ 28日（日）
　　　　　　（※火曜日休館）

▽貸出冊数　10冊　　　　　 ▽貸出期間　４週間
※�詳しくは、館内の掲示や図書館（ 44‐ 2600）ま
で問い合わせてください。

●図書館冬のプチ文化祭

▽日時　12月 14日（日）午後 0時 30分～４時 35分

▽場所　図書館研修室　

▽対象　一般　　　　　　　 ▽費用　無料

▽ �出演者　 ▼桜井高等学校／吹奏楽部・ギター部ほか

▼奈良情報商業高等学校／吹奏楽部・情報研究部ほか　

▼関西中央高等学校／新体操部・軽音楽同好会ほか

▼桜井中学校／放送部

▽申込受付　当日参加、申込不要

税率（年額）
車種 現行 改正後

原動機付�
自転車

50cc 以下 1,000 円 2,000 円
50cc 超～ 90cc 以下 1,200 円 2,000 円
90cc 超～ 125cc 以下 1,600 円 2,400 円
ミニカー 2,500 円 3,700 円

軽二輪（125cc 超～ 250cc 以下） 2,400 円 3,600 円
二輪の小型自動車（250cc 超） 4,000 円 6,000 円
小型特殊�
自動車

農耕作業用 1,600 円 2,400 円
その他 (フォークリフト等） 4,700 円 5,900 円

被牽引
自動車 ボートトレーラー 2,400 円 3,600 円

車種
税率（年額）

Ⓐ
（現行税率）

Ⓑ
（新税率）

Ⓒ
（重課税率）

軽
自
動
車

三輪 3,100 円 3,900 円 4,600 円

四
輪
以
上

乗
用

営業用 5,500 円 6,900 円 8,200 円

自家用 7,200 円 10,800 円 12,900 円

貨
物

営業用 3,000 円 3,800 円 4,500 円

自家用 4,000 円 5,000 円 6,000 円

原動機付自転車・軽二輪・
二輪の小型自動車・小型特殊自動車

三輪・四輪以上の軽自動車
　平成 27 年 4 月 1 日以降に新車新規登録を受けた車
両から新税率が適用されます。また、環境への負荷の
低減を図るため、新車新規登録から 13 年を経過した
車両は平成 28 年度から重課税率が適用されます。

Ⓐ�…平成 27 年 3 月 31 日以前に新車新規登録をした車
両については、新車新規登録から 13 年を経過する
までは現行税率が適用されます。
Ⓑ�…平成 27 年 4 月 1 日以後に新車新規登録をした車両
については、平成 27 年度から新税率が適用されます。

Ⓒ�…新車新規登録から 13 年を経過した車両（電気自
動車などを除く）については、平成 28 年度から重
課税率が適用されます。
※�平成 28 年度から重課税率が適用されるのは、平成
14 年以前に新車新規登録された車両です。

【税務課】

軽自動車税の税率が変わります（平成 27 年 4 月 1 日から適用開始）
地方税法の改正に伴い、平成 27 年度から軽自動車税の税率が変更されることになりました。

新車新規登録の年月は自動車検査証の
「初度検査年月」で確認できます。
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お
知
ら
せ
制
度
・
行
政
情
報
・
相
談
・
募
集
・

催
し
・
講
座
・
教
室
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど

30

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧

　　

公
職
選
挙
法
第
22
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
12
月
２
日
に
新

し
く
桜
井
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
た
人
を
掲
載
し
た
書
面

を
、次
の
と
お
り
縦
覧
で
き
ま
す
。

▽
日
時　

12
月
３
日
（
水
）

～
７
日
（
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

▽�

場
所　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
（
市
役
所
３
階
）

◆�

選
挙
人
名
簿
登
録
資
格
を
有
す

る
人
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

日
本
国
民
で
以
下
の
要
件
を
満

た
す
者

▽�

年
齢
条
件　

平
成
６
年
12
月
２

日
以
前
（
同
日
含
む
）
に
生
ま

れ
た
人
で
あ
る
こ
と
。

▽�

住
所
要
件　

平
成
26
年
９
月
１

日
以
前
（
同
日
含
む
）
に
、
本

市
に
住
民
票
が
作
成
さ
れ
（
他

市
町
村
か
ら
本
市
に
住
所
を
移

し
た
人
で
転
入
届
け
を
し
た
人

に
つ
い
て
は
当
該
届
出
が
な
さ

れ
）
引
き
続
き
12
月
１
日
現
在

に
お
い
て
本
市
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
。

※�

平
成
26
年
９
月
３
日
か
ら
12
月

２
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
本
市

の
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
た
人
を
掲
載
し
た
書
面
も
縦

覧
で
き
ま
す
。

 【
選
挙
管
理
委
員
会
】

農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
申
請

～
平
成
27
年
１
月
10
日
ま
で
に
～

　

農
業
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る

に
は
、
桜
井
市
農
業
委
員
会
委
員

選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
名
簿

に
登
載
さ
れ
る
に
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
の
状
況
を
記
入
し
た

「
登
載
申
請
書｣

を
１
月
10
日（
土
）

ま
で
に
農
業
委
員
会
を
経
由
し
て

選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
登
載
資
格

の
あ
る
人
は
、
漏
れ
落
ち
の
な
い

よ
う
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
名
簿
登
録
資
格

①�

桜
井
市
農
業
委
員
会
管
轄
の
区

域
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ

と
②�

年
齢
20
歳
以
上
（
平
成
７
年
４

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
）

③�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き

耕
作
の
業
務
を
営
む
人
お
よ
び

そ
の
同
居
の
親
族
ま
た
は
そ
の

配
偶
者
で
年
間
お
お
む
ね
60
日

以
上
耕
作
に
従
事
す
る
人

④�

欠
格
事
項
（
犯
罪
等
）
に
該
当

し
な
い
こ
と

▽
問
い
合
わ
せ
先

農
業
委
員
会
事
務
局
（

42
‐

９
１
１
１
内
線
３
５
６
）

【 

農
業
委
員
会
事
務
局
・

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
】

製
造
事
業
所
の
み
な
さ
ん
へ

　　

経
済
産
業
省
で
は
、
工
業
統
計

調
査
を
平
成
26
年
12
月
31
日
現
在

で
実
施
し
ま
す
。
本
調
査
は
、
製

造
業
を
営
む
事
業
所
を
対
象
に
１

年
間
の
生
産
活
動
に
伴
う
製
造
品

の
出
荷
額
、
原
材
料
使
用
額
な
ど

を
調
査
し
、
製
造
業
の
実
態
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
12
月
下

旬
か
ら
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の

で
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
み
な
さ
ん
か
ら
提
出

さ
れ
た
調
査
票
に
つ
い
て
は
、
統

計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な

記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
商
工
振
興
課
】

け
い
さ
つ
コ
ー
ナ
ー

○ 

年
末
年
始
の
お
願
い

盗
難
事
件
の
被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

　
年
末
年
始
は
、
買
い
物
や
あ
い
さ
つ
回
り
な
ど
で
、
家
を
留
守
に

し
た
り
、
多
額
の
現
金
を
持
ち
歩
く
機
会
が
増
え
ま
す
。
空
き
巣
や
、

ひ
っ
た
く
り
被
害
に
あ
わ
な
い
よ
う
に

　

・
家
の
戸
締
ま
り
を
確
実
に

　

・
空
き
巣
被
害
防
止
に
は
、
近
所
の
目　

～
チ
ャ
レ
ン
ジ
絆
～

　

・
自
転
車
の
前
か
ご
な
ど
に
は
防
犯
ネ
ッ
ト

　

・
カ
バ
ン
を
持
つ
手
は
、
車
道
と
は
反
対
側
に

を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

暴
力
団
の
排
除
　

　
年
末
年
始
は
、
暴
力
団
に
と
っ
て
、
縁
起
物
の
売
り
つ
け
な
ど
、

資
金
稼
ぎ
の
か
っ
こ
う
の
時
期
で
す
。

　

・
暴
力
団
を
利
用
し
な
い

　

・
暴
力
団
に
金
を
渡
さ
な
い

　

・
暴
力
団
を
恐
れ
な
い

　

・
暴
力
団
と
つ
き
あ
わ
な
い

　

暴
力
団
な
ど
か
ら
不
当
な
売
り
つ
け
な
ど
が
あ
れ
ば
、
警
察
へ
の

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

飲
酒
運
転
の
根
絶

　
年
始
年
末
は
、
お
酒
を
飲
む
機
会
が
増
え
ま
す
。

　

・
お
酒
を
飲
む
と
き
に
は
、
絶
対
に
車
を
運
転
し
な
い

　

・�

お
酒
を
飲
ん
だ
翌
日
は
、
前
日
の
お
酒
が
残
っ
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
公
共
交
通
機
関
を
利
用
す
る

　

・
お
酒
を
飲
む
機
会
に
は
、
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
を
決
め
る

な
ど
、
絶
対
に
飲
酒
運
転
を
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
飲
酒

運
転
の
先
に
待
ち
受
け
て
い
る
の
は
、
交
通
事
故
な
ど
の
悲
し
い
結

末
で
す
。
大
切
な
家
族
の
た
め
、
飲
酒
運
転
の
根
絶
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
桜
井
警
察
署　

46
‐
０
１
１
０
】
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行政情報

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
案
内

【
児
童
扶
養
手
当
】

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り

親
家
庭
等
（
父
ま
た
は
母
と
生

計
を
と
も
に
で
き
な
い
児
童
や
、

父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童
の
母
ま
た

は
父
、
あ
る
い
は
父
母
に
か
わ
っ

て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ

し
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等

（
通
所
施
設
は
除
く
）
に
入
所
し

て
い
た
り
、
里
親
に
委
託
さ
れ

て
い
る
と
き
は
、
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
平
成
10
年
３
月

31
日
以
前
に
手
当
の
該
当
要
件

が
生
じ
た
人
は
、
正
当
な
理
由

が
な
い
限
り
請
求
で
き
ま
せ
ん
。

※�

こ
の
場
合
の
児
童
と
は
、
18

歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
の
人
を
い
い

ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
身

体
や
精
神
に
中
程
度
以
上
の
障

が
い
を
持
つ
児
童
を
家
庭
で
養

育
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母
、

あ
る
い
は
父
母
に
か
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
所
得

制
限
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
対

象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
（
通

所
施
設
は
除
く
）
に
入
所
し
て

い
る
と
き
、
お
よ
び
対
象
児
童

が
障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る

公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
は
支
給
で
き
ま
せ
ん
。

※�

こ
の
場
合
の
児
童
と
は
、
20

歳
未
満
の
人
を
い
い
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

児
童
福
祉

課
こ
ど
も
福
祉
係
（

42
‐

９
１
１
１
内
線
２
８
１
）

『
母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子

家
庭
の
父
へ
～
自
立
支
援
と
給

付
～
』

《�

自
立
支
援
教
育
訓
練

　
　
　
　
　
　
　

給
付
金
事
業
》

　

母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家

庭
の
父
が
就
職
に
有
利
な
教
育
訓

練
を
受
講
す
る
場
合
、
母
子
家
庭

ま
た
は
父
子
家
庭
の
自
立
の
促
進

を
図
る
た
め
、
そ
の
受
講
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
給
付
す
る
も
の

で
す
。

▽�

対
象
者　

母
子
家
庭
の
母
お
よ

び
父
子
家
庭
の
父

▽�

事
前
相
談　

申
請
に
は
事
前
相

談
が
必
要
で
す
の
で
、
受
講
前

に
必
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
と
な
る
教
育
訓
練
講
座

　

雇
用
保
険
制
度
に
よ
る
教
育
訓

練
給
付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
等

▽�
支
給
額　

受
講
の
た
め
に
支

払
っ
た
費
用
の
20
％
相
当
額

（
上
限
10
万
円
、
下
限
４
千
円
）

《
高
等
職
業
訓
練
促
進

　
　
　
　
　
　

給
付
金
等
事
業
》

　

母
子
家
庭
の
母
お
よ
び
父
子
家

庭
の
父
が
就
職
す
る
の
に
有
利

で
、
生
活
の
安
定
に
資
す
る
資
格

の
取
得
を
推
進
す
る
た
め
、
当
該

資
格
に
係
る
養
成
訓
練
の
受
講
期

間
の
う
ち
、
一
定
期
間
支
給
す
る

こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
負
担
の
軽

減
を
図
り
資
格
取
得
を
容
易
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

▽�

対
象
者　

市
内
在
住
で
、
２
年

以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業

す
る
こ
と
を
予
定
す
る
母
子
家

庭
の
母
お
よ
び
父
子
家
庭
の
父

（
平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
入

学
し
た
人
か
ら
対
象
で
す
。）

▽�

事
前
相
談　

児
童
福
祉
課
窓
口

で
事
前
相
談
を
随
時
行
い
ま

す
。
申
請
に
は
事
前
相
談
が
必

要
で
す
の
で
、
受
講
前
に
必
ず

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

対
象
資
格　

看
護
師
、
介
護
福

祉
士
、
保
育
士
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
等
（
国
家
資
格
）

▽�

支
給
期
間
お
よ
び
支
給
対
象
修

業
期
間

【�

平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
入
学

し
た
人
】

　

修
業
中
の
全
期
間（
上
限
２
年
）

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

　

１
０
０
、０
０
０
円

・
市
民
税
課
税
世
帯

　

７
０
、５
０
０
円

【
平
成
24
年
度
に
入
学
し
た
人
】

　

修
業
中
の
全
期
間（
上
限
３
年
）

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

　

１
０
０
、０
０
０
円

・
市
民
税
課
税
世
帯

　

７
０
、５
０
０
円

【�
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
入

学
し
た
人
】

　

修
学
中
の
全
期
間

・
市
民
税
非
課
税
世
帯

　

１
４
１
、０
０
０
円

・
市
民
税
課
税
世
帯

　

７
０
、５
０
０
円

※�

ど
の
事
業
に
も
受
給
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
児
童

福
祉
課
こ
ど
も
福
祉
係
（

42

‐
９
１
１
１
内
線
２
８
１
）
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
児
童
福
祉
課
】

市
立
小
・
中
学
校
お
よ
び
幼
稚

園
の
講
師
登
録
に
つ
い
て

�　

平
成
27
年
度
の
市
立
小
学
校
・

中
学
校
お
よ
び
幼
稚
園
の
講
師
の

採
用
（
補
充
）
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
講
師
を
希
望
す
る
教
員
免
許

状
を
持
っ
て
い
る
人
、
ま
た
は
取

得
見
込
み
の
人
は
、
ぜ
ひ
登
録
し

て
く
だ
さ
い
。

▽�

登
録
方
法　

必
要
書
類
を
揃
え

て
学
校
教
育
課
（
大
字
粟
殿

２
０
２
中
央
公
民
館
２
階
）
へ

提
出
。

▽
必
要
書
類

・
履
歴
書
（
様
式
問
わ
ず
）

・
教
員
免
許
状
の
写
し

・�

免
許
更
新
を
終
え
た
人
は
そ
の

証
明
の
写
し

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育

課
（

42
‐
９
１
１
１
内
線

６
１
８
）　　

�【
学
校
教
育
課
】

福祉医療（乳幼児・小児等医療、重度
心身障害者医療、ひとり親家庭等医療）
費助成金の支給時期変更のお知らせ
・�通常償還　県外受診や、やむを
得ず福祉医療受給者証を病院へ
提示できず、市役所で領収書等
により助成金を請求する方法
　⇒�平成 27 年１月以降の福祉医
療費助成金請求分から、助成
金の支給時期が３か月後※と
なります（県外受診分や、補
そう具などの療養費は今まで
どおり）。

・��自動償還　県内の病院で福祉医
療受給者証を提示するだけの方法
　⇒�今までどおり、助成金の支給
時期は３か月後※のままです。

※状況により遅れる場合があります。
　　　　　【保険医療課】
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行政情報・募集

太
陽
光
発
電
設
備
に
係
る
固
定

資
産
税（
償
却
資
産
）に
つ
い
て

　

償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋

以
外
で
事
業
に
使
用
す
る
資
産

（
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
対

象
と
な
る
も
の
は
除
く
）
を
言
い

ま
す
。
太
陽
光
発
電
設
備
も
償
却

資
産
に
該
当
し
、
申
告
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。た
だ
し
、

個
人
の
住
宅
用
で
余
剰
電
力
を
電

力
会
社
に
売
却
す
る
場
合
は
申
告

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※�

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設

備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
軽
減

措
置
に
つ
い
て

▽�

根
拠
法
令　

地
方
税
法
附
則
第

15
条
第
31
項
、
地
方
税
法
施
行

規
則
附
則
第
６
条
第
54
項

▽�

軽
減
対
象　

経
済
産
業
省
に
よ

る
「
固
定
価
格
買
取
制
度
」
の

認
定
を
受
け
て
取
得
さ
れ
た
再

生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

（
た
だ
し
、
住
宅
等
太
陽
光
発

電
設
備（
低
圧
か
つ
10�

kw
未
満
）

を
除
く
）

▽�

軽
減
内
容　

課
税
標
準
額
の
３

分
の
１
（
新
た
に
課
税
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
３
年
度

間
）

▽�

取
得
時
期　

平
成
24
年
５
月
29

日
か
ら
平
成
28
年
３
月
31
日

▽�

必
要
書
類　

経
済
産
業
省
発
行

の
「
10�

kw
以
上
の
太
陽
光
発
電

設
備
に
係
る
設
備
認
定
通
知

書
」
の
写
し

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
固
定

資
産
税
係
（

42
‐
９
１
１
１

内
線
５
４
３
・
５
４
４
）

取
り
壊
さ
れ
た
建
物
の
届
出
は

お
早
め
に

　

平
成
26
年
12
月
末
日
ま
で
に
取

り
壊
さ
れ
た
建
物
が
あ
れ
ば
、
平

成
27
年
２
月
末
ま
で
に
届
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

※�

取
り
壊
し
後
に
届
出
が
な
い

と
、
来
年
度
以
降
も
課
税
台
帳

に
登
録
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま

す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

届
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

（

42
‐
９
１
１
１
内
線

５
４
３
・
５
４
４
）　
【
税
務
課
】

都
市
計
画
道
路
の
見
直
し
に
つ

い
て～

意
見
を
募
集
し
ま
す
～

　

市
で
は
、
現
在
整
備
さ
れ
て
い

な
い
都
市
計
画
道
路
に
つ
い
て
、

近
年
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
を

踏
ま
え
た
見
直
し
を
進
め
て
き
ま

し
た
。
こ
の
た
び
、
都
市
計
画
道

路
の
見
直
し
案
が
ま
と
ま
り
ま
し

た
の
で
、
案
に
対
す
る
意
見
を
募

集
し
ま
す
。

◆
案
の
公
開

▽
公
開
場
所　

都
市
計
画
課
窓
口

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
ま
す
。）

▽�

公
開
期
間　

12
月
16
日
（
火
）

～
平
成
27
年
１
月
27
日
（
火
）

◆
意
見
募
集

▽
意
見
書
を
提
出
で
き
る
人

・�

市
内
に
住
所
ま
た
は
事
業
所
を

有
す
る
人

・�

市
内
在
勤
ま
た
は
在
学
し
て
い

る
人

・
市
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人

・�

そ
の
他
、
こ
の
案
件
に
利
害
関

係
が
あ
る
人

▽�

募
集
期
間　

12
月
16
日
（
火
）

～
平
成
27
年
１
月
27
日
（
火
）

▽�
提
出
方
法　

郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
直
接
持
参

▽�

意
見
書
様
式　

都
市
計
画
課

窓
口
で
配
布
し
ま
す
。
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

w
w
w
.city.sakurai.lg.jp

）
で

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

都
市
計
画
課

景
観
ま
ち
づ
く
り
係
（

42
‐

９
１
１
１
内
線
２
２
３
FAX�
46
‐

１
７
８
２
）�����【
都
市
計
画
課
】

自
衛
官
募
集

【
防
衛
大
学
校
学
生（
一
般
後
期
）】

▽�

資
格　

高
卒
（
見
込
含
）
21
歳

未
満
の
男
女

▽�

受
付
期
間　

平
成
27
年
１
月
21

日
～
１
月
30
日

▽
試
験
日

　

１
次
：
平
成
27
年
２
月
28
日

　

２
次
：
平
成
27
年
３
月
13
日

【
高
等
工
科
学
校
生
徒
】

▽�
資
格　

中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
子

▽
受
付
期
間
お
よ
び
試
験
日

●�

推
薦　

受
付
：
11
月
１
日
～
12

月
５
日　

試
験
日
：
平
成
27
年

１
月
10
日
～
12
日
（
内
１
日
）

●�

一
般　

受
付
：
11
月
１
日
～
平

成
27
年
１
月
９
日　

試
験
日
：

〈
１
次
〉
平
成
27
年
１
月
24
日

〈
２
次
〉
平
成
27
年
２
月
５
日

～
８
日

　

詳
し
く
は
、
自
衛
隊
天
理
募

集
案
内
所
（

０
７
４
３
‐

63
‐
２
５
４
０
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.m
od.go.jp/pco/

nara

）
ま
で
。　

�������【
市
民
課
】

コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス の 愛 称 募 集 ！
　来年度、桜井市のコミュニティバスのルートが変更となり、
市内の商業施設や駅、公共施設を循環する路線ができます。
そこで、このバス路線の『愛称』を募集します。
　応募していただいた内容は選考を行い、決定した愛称を広
報紙や市ホームページ、バス路線の開通式で大々的に発表し
ます。みなさんの応募、お待ちしています！

《応募方法》

▽必要事項　考案した路線の愛称、氏名、住所、電話番号

▽ �応募方法　ハガキ、ＦＡＸで下記応募先へ。市ホームペー
ジ（http://www.city.sakurai.lg.jp））からも応募できます。

▽ �応募・問い合わせ先　行政経営課（〒 633 ‐ 8585 大字粟
殿 432 ‐ 1 42 ‐ 9111（内線 256）FAX� 46 ‐ 1782）

▽ �備考　市外の人も応募できま
す。選考から漏れた人への通
知は行いませんので、ご了承
ください。

【行政経営課】
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平
成
26
年
度
　
桜
井
市
排
水
設

備
等
工
事
責
任
技
術
者
の
新
規

登
録
に
つ
い
て

　

市
内
で
、
排
水
設
備
工
事
を
す

る
た
め
に
は
、
責
任
技
術
者
の
登

録
が
必
要
で
す
。

　

県
下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
試
験
に
合
格
し
た
人
で
、

登
録
が
ま
だ
の
人
は
、
こ
の
機
会

に
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
新
た
に
指
定
工
事
店
の

登
録
を
考
え
て
い
る
人
は
、
責
任

技
術
者
の
登
録
が
済
ん
で
い
な
い

と
指
定
工
事
店
の
登
録
は
で
き
ま

せ
ん
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
付
期
間　

平
成
27
年
１
月
５

日
（
月
）
～
30
日
（
金
）

▽�

申
込
方
法　

上
下
水
道
部
３
階

下
水
道
課
に
新
規
登
録
申
請
書

を
提
出
（
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
電
子
行
政
サ
ー
ビ
ス

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。）

▽�

新
規
登
録
料　

３
、０
０
０
円

※�

桜
井
市
排
水
設
備
等
工
事
責
任

技
術
者
証
の
有
効
期
間
は
、
合

格
も
し
く
は
更
新
講
習
受
講
年

度
よ
り
５
年
以
内
と
な
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
下
水
道
課
（

42
‐

９
２
１
１
内
線
41
・
49
）
ま
で
。

【
下
水
道
課
】

　前回に続き、今後の男女共同参画推進・啓発のための基礎材料とするために平
成25年12月に実施した桜井市男女共同参画に関する意識調査結果を報告します。
◆回答いただいたその結果の一つを紹介します。
　「ＤＶ（配偶者などからの暴力）について」

・�配偶者や交際相手からの受けた暴力については、「言葉による暴力やいやがらせ、無視するなどの精神的暴力」
が「あった」と答えた割合が、２割近くと比較的高い割合となっている。（図表ア）
・�配偶者や交際相手などからの暴力の防止や被害者支援のために必要なことについては、「被害者や悩んでい
る人に対する相談体制を充実する」や「避難した被害者の移転先などの情報が加害者に伝わらないように情
報の管理を徹底する」などが上位に挙げられている。（図表イ）

№ 32 桜 井 市 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 意 識 調 査 結 果 よ り （ 3 ）

なぐる、けるなどの身体的暴力

性行為の強要、避妊に協力し
ないなどの性的暴力

言葉による暴力やいやがらせ、
無視するなどの精神的暴力

生活費を渡さない、仕事に就
くことを禁じるなどの経済的
暴力

実家や友人との付き合いや本
人の行動を監視、制限する社
会的暴力

子どもをなぐると脅す、家を
出たら子どもに逢わせないな
どの子どもを利用した暴力

問�　あなたは、配偶者や交際相手から次にあ
げるような暴力を受けたことがありますか。

問�　あなたは、配偶者や交際相手などからの暴力の
防止や被害者支援のために、特にどのようなこと
が必要だと思いますか。＜上位８位＞

（図表ア） （図表イ）0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60%

被害者や悩んでいる人に対す
る相談体制を充実する

避難した被害者の移転先など
の情報が加害者に伝わらない
ように情報の管理を徹底する

学校で児童・生徒に対し、暴
力を防止するための教育を充
実する

家庭で保護者が子どもに対
し、暴力を防止するための教
育を充実する

被害者を発見しやすい立場に
ある警察や�医療関係者などに
対し、啓発を行う

被害者の自立のための経済的
支援を行う

公営住宅等を活用して被害者
が住居を確保できるように支
援する

被害者の自立をめざし、就労
支援を充実させる

　■�何度もあった　　■�１、２度あった

　■�まったくない　　■�不明・無回答 　■　全体（1,548 人）

49.6

34.1

39.0

25.8

24.8

23.1

19.4

18.5

78.7

68.8

80.8

82.4

80.6

83.1

12.1

12.9

14.7

14.7

14.5

16.0

2.6 6.5

6.3 12.0

1.5 3.0

1.4 1.6

2.1 2.9

0.3 0.6

全体（1,548人）
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募金・相談

善
意
銀
行

　

市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
い
た
だ

い
た
数
多
く
の
善
意
の
預
託
を
、

福
祉
施
設
・
在
宅
重
度
心
身
障
が

い
者
（
児
）・
交
通
遺
児
・
小
規

模
通
所
授
産
施
設
利
用
者
等
や
災

害
に
あ
わ
れ
た
世
帯
に
見
舞
い
等

で
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

▽�

預
け
入
れ
先　

善
意
銀
行

（
社
会
福
祉
協
議
会
内　

大

字
桜
井
５
３
５
‐
１

42
‐

２
７
２
４
）・
社
会
福
祉
事
務

所�　
　

��【
社
会
福
祉
協
議
会
】

《 無 料 相 談 コ ー ナ ー 》
相 談 内 容 日 時 場所 予約 申 込・ 問 い 合 わ せ 先

中南和法律
相談センター
法律相談

日常お困りの法律問題
（予約面談制）
〈先着 6名・各 30 分間〉

毎週火曜日
（祝日は除く）
13：00 ～ 16：00

市役所
2階
相談室

要
相談日の 1 週間前の火曜日の午前
9時 30 分から電話で奈良弁護士会
へ。（ 0742‐22‐2035）【市民協働課】

※火曜日以外にも他会場での相談窓口があります。詳しくは奈良弁護士会へ問い合わせてください。

無料
法律相談

弁護士による法律相談
（予約面談制）〈市内在住・
先着 7名・各 25 分間〉

12 月 11 日（木）
13：00 ～ 16：00

市役所
2階
相談室

要
12 月 1 日（月）午前 8 時 30 分以降
に電話で市民協働課市民生活係へ。
（ 42‐9111内線534）【市民協働課】

※無料法律相談は市内在住者で、今までに無料法律相談を受けていない人のみ利用できます。

司法書士に
よる
法律相談

借金問題、土地建物・会社
法人の登記、相続、遺言な
どの相談（予約面談制）
〈先着５名・各 40 分間〉

① 12 月 12 日（金）
13：00 ～ 16：20 市役所

2階
相談室

要

①12月2日（火）午前8時30分以降
②12月 10日（水）午前8時 30分以
降に電話で市民協働課市民生活係へ。
（ 42‐9111 内線 534）【市民協働課】

② 12 月 25 日（木）
13：00 ～ 16：20

税理士に
よる
税務相談

税金についての相談
（予約面談制）
〈先着 5名・各 30 分間〉

12 月 17 日（水）
13：00 ～ 16：00

市役所
2階
相談室

要
12 月 3 日（水）午前 8 時 30 分以降
に電話で市民協働課市民生活係へ。
（ 42‐9111内線534）【市民協働課】

※�税理士（税理士法人）に依頼されている人は利用できません。

行政書士に
よる
法務相談

営業許可、帰化など身分に
関する事、近隣トラブルな
どの相談（予約面談制）
〈先着 5名・各 40 分間〉

12 月 26 日（金）
13：00 ～ 16：20

市役所
2階
相談室

要

12 月 12 日（金）午前 8時 30 分以
降に電話で市民協働課市民生活係
へ。（ 42 ‐ 9111 内線 534）

【市民協働課】

消費生活
相談

消費（買物・契約等）・
多重債務などの相談

毎週火・木・金曜日
（祝日は除く）
10：00 ～ 16：00

市役所 1階
消費生活
相談室

不要
市民協働課市民生活係
（ 42 ‐ 9111 内線 534）

【市民協働課】

行政相談
行政に関する相談 12 月 10 日（水）

13：00 ～ 16：00

市役所 1階
消費生活
相談室

不要
市民協働課市民生活係
（ 42 ‐ 9111 内線 534）

【市民協働課】
※�予約は不要ですが、当日に受付が必要ですので、市民生活係までお越しください。

　　福祉の
『心配ごと相談』

日常生活における様々な悩み
ごとや心配ごとなどの相談

毎週木曜日
10：00 ～ 15：00

福祉セン
ター分館 不要 相談日には電話相談（ 42‐6804）

も行います。　　�【社会福祉協議会】

若者自立の
ための相談会

高校中退者・ニート・引
きこもりなどの相談

12 月 1日～ 31 日
（日・祝日除く）
��9：00 ～ 18：00

桜井駅前
南口エルト
桜井 2階

不要 若者サポートステーションやまと（ 44‐2055）������������【商工振興課】

人権擁護委員
による

『悩みごと相談』

人権に関わる様々な悩み
ごと

12 月 17 日（水）
13：00 ～ 16：00

市役所 1階
消費生活
相談室

不要
人権施策課人権係
（ 42 ‐ 9111 内線 561）

【人権施策課】

女性相談

女性の様々な問題や悩み
（夫婦・育児・介護・ド
メスティックバイオレン
スなど）

12
月
22
日（
月
）

面接相談
12：30～15：00

市役所 1階
消費生活
相談室

要 相談日の午前中までに人権施策課
男女共同参画係へ。
（ 42 ‐ 9111 内線 564）
◎匿名での相談も可。【人権施策課】電話相談

10：00～11：30
42‐9111
（内線 564）不要

《10月分》

富
士
原　

旭�

様

３
９
、２
５
０
円

桜
井
菜
の
花

　
　

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト�

様

１
５
、０
０
０
円

松
村　

重
一�

様

１
２
７
、０
０
０
円

桜
井
市
自
動
車
整
備
協

議
会　

青
年
部�

様

３
、０
０
０
円
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催し・教室（市内）

第
55
回

　
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン
サ
ー
ト

▽
日
時　

12
月
４
日
（
第
１
木
）

　

午
後
０
時
15
分
～
０
時
45
分

▽
場
所　

市
民
会
館
ロ
ビ
ー

▽�

内
容　

中
国
琵
琶
‐
華
麗
・
躍

動
・
癒
し�

▽�

出
演
者　

何
歓
さ
ん
（
中
国
琵

琶
）

▽
費
用　

無
料

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

文
化
を
考
え

る
桜
井
市
民
の
会
（

０
９
０

‐
６
７
５
１
‐
５
７
０
８
）

【
社
会
教
育
課
】

市
観
光
協
会
主
催
事
業

①�

拓
本
教
室

　

は
じ
め
て
の
人
で
も
一
回
の
受

講
で
美
し
い
拓
本
が
と
れ
る
よ
う

に
教
え
ま
す
。

▽
日
時　

12
月
10
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午　

▽
場
所　

市
立
図
書
館

▽
参
加
費　

３
０
０
円

▽�
申
込
方
法　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
ハ
ガ
キ
で
参
加
者
の
郵
便

番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
・
年
齢
・
性
別
を
記
入
の

上
、
市
観
光
協
会
（
〒
６
３
３

‐
０
０
６
３
大
字
川
合
２
６
０

‐
２
商
工
会
館
２
階
）
ま
で
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先�

市
観
光
協
会

（

・
FAX�
42
‐
７
５
３
０
）

②�

万
葉
ゆ
か
り
の
地　

味う
ま

酒ざ
け

三
輪

の
里
を
歩
く
ハ
イ
キ
ン
グ

▽�

日
時　

12
月
21
日
（
日
）

※
予
約
不
要

▽�

集
合
時
間
・
場
所

　

午
前
９
時
45
分
・
JR
三
輪
駅
前

▽
費
用　

無
料

▽�

コ
ー
ス
（
約
３
㎞
）
JR
三
輪
駅�

→
大
神
神
社
→
大
美
和
の
杜
展

望
台
→
三
輪
茶
屋
趾
→
恵
比
須

神
社
→
古
い
商
家
街
並
み
→�

三
輪
駅
（
正
午
頃
解
散
）

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

（

・
FAX�
42
‐
７
５
３
０
）�

桜
井
本
町
通
・
周
辺
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
主
催

活
き
活
き
講
座

◆�

五
感
で
知
る
醤
油
の
話

▽�

講
師　

大
門
真
生
さ
ん
（
大
門

醤
油
醸
造
所
代
表
）

▽�
日
時　

12
月
20
日
（
土
）

　
　
　
　

午
後
７
時
～
９
時

▽�

場
所　

桜
井
本
町
通
り
２
丁
目

た
ま
り
場
（
旧
マ
エ
ダ
ふ
と
ん

店
）

▽
申
込
締
切
日　

12
月
13
日（
土
）

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

電

話
で
、
三
宅
嘉
彦
（
大
字
桜

井
１
０
０
０
ヘ
ア
ー
モ
ー
ド

サ
ロ
ン
ミ
ヤ
ケ

０
９
０
‐

３
０
５
０
‐
０
７
７
１
）ま
で
。

【
観
光
ま
ち
づ
く
り
課
】

お
正
月
の
し
め
縄
づ
く
り
教
室

▽�

日
時　

12
月
14
日
（
日
）

　
　
　
　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

▽
場
所　

中
央
公
民
館
大
会
議
室

▽�

講
師　

森
川
清
治
さ
ん

▽
募
集
人
数　

20
人
（
先
着
順
）

※
１
人
１
つ
の
申
込
み
で
す
。

▽�

持
ち
物　

は
さ
み
・
ペ
ン
チ
・

紙
袋
・
新
聞
紙
ま
た
は
座
布
団

▽
費
用　

無
料

▽�

申
込
方
法　

12
月
３
日
（
水
）

午
前
８
時
30
分
か
ら
中
央
公
民

館
窓
口
で
受
付
し
ま
す
。（
定

員
に
な
り
次
第
締
切
り
）

※�

電
話
申
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
月･

火
曜
日
は
休
館
で
す
。

▽�

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

中
央

公
民
館
（

45
‐
０
９
６
５
）

【
中
央
公
民
館
】

2015 年（平成 27 年）

成 人 式
▽日時　平成 27年１月 12日（月・祝）

　　　　〈受付〉午前 9時～
　　　　〈開会〉午前 10時

▽場所　市民会館

▽ �対象者　平成６年４月２日～平成７
年４月１日に生まれた人
なお、該当者のうち、本市に住民登
録をしている人には、案内ハガキを
送付します。

▽ �内容　記念行事・抽選会ほか（企画：
成人式実行委員会）
※�当日は、できる限り、華美にならな
い服装で出席してください。

▽ �問い合わせ先　教育委員会事務局社
会教育課（ 42‐ 9111 内線 608）

�【社会教育課】

成 人 式

　市内で出土した玉などのアクセ
サリーを展示し、古代人が憧れた
玉の魅力を紹介します。

▽ �期間　12 月 3 日（水）～平成
27年 4月 19日（日）

▽ �開館時間　午前９時～午後４時
30分（入館は４時まで）

▽ �入館料　一般 200 円、小中学生
100 円（団体 20 名以上で一般
150 円、小中学生 50円）
※市内の小・中学生は無料です。

▽ �休館日　毎週月・火曜日（祝日
の場合は開館）、祝日の翌日、
12月 28日～翌年 1月 4日

☆関連イベント　勾玉作り体験
滑石などで勾玉や管玉をつくり
ネックレスにします。

▽ �日時　平成 27年２月 28日（土）
　午後１時 30分～ 3時 30分

▽ �場所　市立埋蔵文化財センター
２階多目的室

▽定員　20名（先着順）

▽対象　小学生以上

▽参加費　500 円（材料費）

▽ �申込方法　往復ハガキに①住
所、②参加者氏名（小学生は学
年）、③電話番号を明記の上、
〒 633 ‐ 0074 大字芝 58‐ 2
市立埋蔵文化財センター「勾玉
作り体験」係まで。折り返し参
加証を送付します。���【文化財課】

平成26年度 埋蔵文化財センター企画展「魅惑の玉」
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催し（市内・市外）

人
権
展

「
ぴ
ー
す
・
お
ぶ
・
さ
く
ら
い
」

　

12
月
10
日
は
人
権
デ
ー
、
12
月

４
日
～
10
日
は
人
権
週
間
で
す
。

　

市
内
保
育
所
・
幼
・
小
・
中
学

校
児
童
、生
徒
の
作
品
展
示
と「
人

権
の
ま
ち
桜
井
」
を
テ
ー
マ
に
ふ

れ
あ
い
写
真
展
を
行
い
ま
す
。

▽�

場
所　

ま
ほ
ろ
ば
セ
ン
タ
ー
２

階
市
民
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

▽�

期
間　

12
月
３
日
（
水
）
～
10

日（
水
）　　
　
【
人
権
施
策
課
】

第
42
回奈

良
県
障
害
者
作
品
展

　

県
内
在
住
の
障
が
い
の
あ
る
人

の
作
品
（
絵
画
、
写
真
、
工
芸
な

ど
）
を
展
示
し
ま
す
。

▽�
日
時　

11
月
29
日
（
土
）
～
12

月
４
日
（
木
）
午
前
９
時
～
午

後
５
時
ま
で
（
最
終
日
は
正
午

ま
で
）

※
12�
月
１
日
（
月
）
は
休
館
。

▽�

場
所　

県
文
化
会
館
展
示
室

Ａ
・
Ｂ
お
よ
び
特
別
展
示
室（
奈

良
市
登
大
路
町
６
‐
２
）　

 【
社
会
福
祉
課
】

中
学
生
人
権
作
文
表
彰
式
と
人

権
を
考
え
る
つ
ど
い

▽
日
時　

12
月
７
日
（
日
）

午
後
０
時
30
分
～
３
時
45
分

（
開
場
：
正
午
）

▽�

場
所　

宇
陀
市
文
化
会
館
（
宇

陀
市
大
宇
陀
拾
生
８
７
１
）

▽�

内
容　

全
国
中
学
生
人
権
作
文

コ
ン
テ
ス
ト
奈
良
県
大
会
表
彰

式
・「
一
日
人
権
擁
護
委
員
」

麻
倉
ケ
イ
ト
さ
ん
に
よ
る
講

演
・
宇
陀
市
内
中
学
校
吹
奏
楽

部
に
よ
る
演
奏

▽�

申
込　

不
要
（
未
就
学
児
に
つ

い
て
も
入
場
可
）

▽�

主
催　

奈
良
県
人
権
啓
発
活

動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会　
　

（
奈
良
地
方
法
務
局
・
奈
良
県

人
権
擁
護
委
員
連
合
会
・
奈
良

県
）

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

奈
良
地
方
法

務
局
人
権
擁
護
課
（
０
７
４
２

‐

23
‐
５
４
５
７
）

【
人
権
施
策
課
】

「
福
祉
職
de
あ
い
フ
ェ
ア
」

　
　
　
　
　
～
就
職
面
接
会
～

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
分
野
の
事
業
所

50
社
以
上
の
合
同
就
職
面
接
会
を

開
催
し
ま
す
。

▽�

日
時　

12
月
12
日
（
金
）
午
後

０
時
45
分
～
４
時
（
入
退
場
自

由
）

▽�

場
所　

奈
良
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル

（
奈
良
市
法
華
寺
町
２
５
４
）

※�
駐
車
場
無
料
、送
迎
バ
ス
有
り
。

▽�
対
象　

介
護
職
・
看
護
職
な
ど

福
祉
職
へ
就
職
希
望
の
人
（
新

卒
・
既
卒
３
年
以
内
を
含
む
）

▽
費
用　

無
料

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
奈
良
福
祉
人
材
コ
ー

ナ
ー
（

０
７
４
２
‐
36
‐

１
６
０
１
）

奈
良
県
無
料
職
業
紹
介
所

～
求
職
登
録
を受付

け
て
い
ま
す
～

　

奈
良
県
無
料
職
業
紹
介
所
は
、

県
の
し
ご
と
マ
ッ
チ
ン
グ
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
、求
人
企
業
の
ニ
ー
ズ
、

求
職
者
の
経
験
や
将
来
の
方
向
性

を
把
握
す
る
た
め
、
求
人
求
職
者

双
方
と
面
談
し
、
互
い
の
ニ
ー
ズ

に
合
っ
た
紹
介
を
行
い
ま
す
。
ご

利
用
に
あ
た
っ
て
は
登
録
時
に
面

談
が
必
要
で
す
。
将
来
「
奈
良
で

働
き
た
い
」「
地
元
で
活
躍
し
た

い
」
そ
ん
な
あ
な
た
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
ま
ず
は
電
話
で
予
約

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ
先　

奈
良
県
無
料

職
業
紹
介
所　

業
務
時
間
：
午

前
９
時
～
午
後
５
時（
月
～
金
）

・�

奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
（
奈

良
市
西
木
辻
町
93
‐
６
エ
ル
ト

ピ
ア
奈
良
１
階

０
７
４
２
‐

23
‐
５
７
２
９
）

・�

高
田
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
（
大

和
高
田
市
幸
町
２
‐
33
奈
良
県

産
業
会
館
３
階

０
７
４
５
‐

24
‐
２
０
０
７
）【
商
工
振
興
課
】

平成 26 年度　市立埋蔵文化財センター文化財講座
『大和武士「西阿」ゆかりの地を訪ねて』

　市内にある多くの遺跡の中には、南北朝時代に築かれた山城
や平城もあり、今なおその面影を見ることができます。当時、
桜井には後醍醐天皇の南朝方に尽力し、朝廷のある吉野の地を
守護するための城を築いた「西阿」という大和武士がいました。
西阿の本城とされる「戒重城」と「河合（川合）城」を中心に、
周囲に「赤尾城」「安

あ わ

房城」「外鎌城」「鵄
とび

（外山）城」を、い
ずれも市内に築きました。今回は、市内に今なお残る西阿の築
いた城跡やゆかりの地を巡ることで、古墳や寺跡とはまた違っ
た桜井の歴史を感じてもらえる機会です。

▽日程およびコース　　　　　　　　　　��※５回連続講座です
開催日 集合場所 内 容

１ 1/17（土）
埋文センター

（13:00～14:30）
講演『「西阿」という人』

２ 2/7（土）
桜井駅

（13:00～15:00）

桜井駅南口‐若桜神社‐安
倍山城（土舞台、桜井公園遺
跡群）

３ 2/21（土）
JR 三輪駅

(13:00 ～ 16:00)

JR 三輪駅‐神坐日向神社‐
志貴御縣社‐極楽寺‐川合
八幡神社‐戒重城

４ 3/7（土）
朝倉駅

(10:00 ～ 15:00）
朝倉駅‐押坂山口坐神社‐
赤尾城‐石位寺‐外鎌山城

５ 3/21（土）
桜井駅

(10:00 ～ 15:00）
桜井駅南口‐等弥神社‐鳥
見山城‐宗像神社

▽講師・スタッフ　文化財協会職員、文化財課職員

▽参加費　保険代 400 円（※石位寺の拝観料は自己負担）

▽定員　30 名。

▽ �申込・問い合わせ先　往復ハガキで埋蔵文化財センター文化
財講座係（〒 633‐0074 大字芝 58‐2 42‐6005）へ。

※電話・ＦＡＸの申込は不可。　　　　　　　　　�【文化財課】
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スポーツ・お知らせ

【
総
合
体
育
館　

45-

０
６
０
９ http://w

w
w

.net-taikyo.com

】

ス
ポ
ー
ツ
の
コ
ー
ナ
ー

桜
井
新
春
マ
ラ
ソ
ン
大
会

《
雨
天
決
行
》

▽
日
時　

　

平
成
27
年
１
月
11
日
（
日
）

　
〈
受　

付
〉
午
前
９
時
～

　
〈
開
会
式
〉
午
前
９
時
40
分

▽
主
会
場　

総
合
体
育
館　

▽
申
込
締
切　

12
月
９
日
（
火
）

※�

総
合
体
育
館
に
所
定
の
申
込
用

紙
が
あ
り
ま
す
。

第
54
回
市
民
体
育
大
会

市
民
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー

ル
大
会

▽
日
時　

　

平
成
27
年
１
月
18
日
（
日
）�

　
〈
受
付
〉　

午
前
８
時
40
分

▽
場
所　

総
合
体
育
館

▽�

対
象
者��

20
歳
以
上
の
市
内
在

住
ま
た
は
在
勤
者
（
た
だ
し
学

生
は
除
く
）

▽
種
目

Ⅰ
・
混
合
の
部

①
20�
歳
か
ら
45
歳
の
部

（
46
歳
以
上
の
人
を
含
む
編
成

も
可
）
た
だ
し
競
技
中
は
46
歳

以
上
の
人
が
同
時
に
４
名
出
場

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

②
46
歳
以
上
の
部

※�

競
技
中
は
男
女
２
名
ず
つ
が
常

に
出
場
し
て
い
る
こ
と
。

Ⅱ
・
女
子
の
部

▽�

チ
ー
ム
構
成　

監
督
１
名
、
選

手
８
名
以
内
（
監
督
は
選
手
を

兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
）

▽�

申
込
方
法　

所
定
の
用
紙
で
12

月
14
日
（
日
）
ま
で
に
総
合
体

育
館
へ

市
民
ス
キ
ー
・
ス
ノ
ー

ボ
ー
ド
教
室

▽�

日
時　

平
成
27
年
１
月
23
日

（
金
）
～
25
日
（
日
）〈
車
中
１

泊
・
現
地
１
泊
〉

※
午
後
９
時
総
合
体
育
館
集
合

▽�

場
所　

北
志
賀
竜
王
ス
キ
ー
場

（
長
野
県
）

▽�

対
象
者　

小
学
１
年
生
以
上
で

市
内
在
住
ま
た
は
在
勤
の
人

※
中
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

▽
定
員　

60
名
（
先
着
順
）

▽
参
加
費　

２
３
、０
０
０
円

▽�

申
込
方
法　

総
合
体
育
館
へ
申

込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※�

定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま

す
。
ま
た
、
定
員
に
な
ら
な
い

場
合
は
中
止
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

※�

教
室
に
参
加
し
な
く
て
も
申
込

み
で
き
ま
す
。

第
９
回

桜
井
市
子
ど
も
駅
伝
大
会

▽
日
時　

12
月
６
日
（
土
）

〈
開
会
式
〉
午
後
０
時
30
分

　

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク

〈
ス
タ
ー
ト
〉
午
後
１
時
30
分

　

倉
橋
た
め
池
管
理
棟
前

〈
閉
会
式
〉午
後
３
時
30
分（
予
定
）

　

グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク

◇
保
護
者
・
応
援
者
へ
の
お
願
い

・�

応
援
は
役
員
に
指
示
さ
れ
た
場

所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・�

競
技
中
の
走
者
に
は
触
れ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

・�

ゴ
ミ
は
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。

※�

大
会
開
催
に
伴
い
左
記
の
通
り

通
行
が
規
制
さ
れ
ま
す
。

平成 27 年１月診療分からの自己負担限度額

ア 旧ただし書き所得※ 1

901 万円超
252,600 円＋（総医療費－ 842,000 円）× 1％

〈140,100 円〉※ 2

Ａ
イ 旧ただし書き所得※ 1

600 万円超 901 万円以下
167,400 円＋（総医療費－ 558,000 円）× 1％

〈93,000 円〉※ 2

ウ 旧ただし書き所得※ 1

210 万円超 600 万円以下
80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）× 1％

〈44,400 円〉※ 2

Ｂ
エ 旧ただし書き所得※ 1

210 万円以下
57,600 円

〈44,400 円〉※ 2

オ 住民税非課税世帯
35,400 円

〈24,600 円〉※ 2 Ｃ

平成 27年 1月診療分より�桜井市国民健康保険の
70 歳未満の人の自己負担限度額が変更になります
　医療費の自己負担額（保険外治療を除く）が高額になっ
たときに、申請して認められると限度額を超えた分が高
額療養費として支給されますが、平成 27 年 1 月診療分
から限度額が下表のとおりア～オの５区分になります。
※ 70歳以上の人の限度額は変更ありません。

　１か月に一医療機関での支払いが 21,000 円以上のも
のが計算の対象です。ただし、同じ病院でも入院・外来・
歯科は別々に計算します。（院外処方のときは、処方した
病院の外来分と薬代を合算できます。）
�※ 1�旧ただし書き所得とは、国保課税総所得金額です。
�※ 2��下記表の〈�〉内の金額は過去 12か月に 4回以上自

己負担限度額を超えたときの4回目以降の金額です。

平成 26 年８月以降に交付の限度額
適用認定証を持っている人へ

ＡまたはＢ区分の人は、新しい限度額の
区分を判定し、1月以降の認定証を 12
月中旬までにお送りします。�
Ｃ区分の人は、交付の際に、平成 27 年
1月から（オ）と印字していますので、
有効期限まで使用してください。

持ち物：保険証、認印、世帯主名義の通帳、病院の領収書（確定申告等で領収書を提出する人は、提出前に申請
してください。）※桜井市国保以外の健康保険に加入中の人は､ 診療月に加入している健康保険に問い合わせて
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【保険医療課】

▽規制時間　午後１時～３時
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　今回は、市民目線で「桜井のとっておき」を選んだ
「大和さくらい１００選」の中から、桜井市出雲にあ
る「十二柱神社」に行ってきたよ～。

　「十二柱」とは、イザナギ・イザナミノミコトや天照大神など、
あわせて 12 の神様を祀ることから付けられた名前だそうだよ。
十二柱神社の境内には、桜井市出雲にゆかりのある野

の み の す く ね

見宿禰の
五輪塔が建てられているよ。『日本書記』には、第 11 代垂仁天
皇のとき、野見宿禰と当

たいまのけはや

麻蹴速が天覧相撲を取って、野見宿禰
が勝利したと書かれていて、力士の元祖として知られているよ。

「ひみこちゃんのページ」
http://www.city.sakurai.lg.jp/himiko/index.html
観光まちづくり課（ 42 ‐ 9111 内線 348）
E-mail：kanko@city.sakurai.lg.jp　　　　　　　　　　【観光まちづくり課】

第 11 代垂仁天皇が殉死の風習を
改めようとした際に、野見宿禰は、
「人馬などの土の人形を造っては
どうか」と提案し、出雲の国から
100 人の土部を呼び寄せ、今の桜
井市出雲で土偶を作ったと言われ
ているよ。これが後に埴輪となり、
初瀬地域では伝統的な郷土民芸品
である「出雲人形」として今に伝
えられているよ。

出雲人形は、昔から「長谷詣
まい

り」
のおみやげとして親しまれてき
たよ。
大和さくらい 100 選においても
「野見宿禰の意向を今に伝える土
人形」として、選ばれているよ！

また、この神社には第 25 代武烈
天皇が泊

はつせなみきのみや

瀬列城宮を置いた場所
として伝承地の碑が建てられて
いるよ。

4 人で台座を支えているよ～

神社参道の階段を登ったところ
にある狛犬の台座には、相撲取
りの人形があって、とっても珍
しいよ。

たまにつぶやいてるから
チェックしてな～

よぅ見てや
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❀桜井市
ＰＨＯＴＯニ ュ ー ス

「土砂災害防災訓練が実施されました」
　多武峰地域の７ケ大字で構成された多武峰地区自主防
災会と、市および県が連携して、大規模な土砂災害発生
を想定した避難訓練が実施され、約 150 名が参加しま
した。
　訓練は、市と地元区長との通信訓練により、市から発
表される情報をもとに住民への周知方法の確認を行いま
した。住民は、避難準備や行動を自ら考え実践しました。
また、避難訓練終了後、AED の実技演習や土砂災害に
ついての説明、非常食の試食なども行われました。

「環境フェアを開催しました」
　「桜井市を美しく　住みよいまち　リサイクルのまち
に」をテーマに、桜井市グリーンパークで第 21回桜井
市環境フェアを開催し、およそ 4,000 人の参加があり
ました。
　会場では、式典をはじめ演奏会などが行われました。
リサイクル品の展示および抽選会では、参加者から「ま
だ使えるものがいっぱい」という声が聞こえ、ごみ減量
リサイクルなど環境問題を楽しく考える一日になりまし
た。

「東京で観光プロモーション会に参加！」
　東京都の六本木にあるグランドハイアット東京グラン
ドボールルーム（ウエスト）で行われた奈良県主催の平
成 27年度春夏観光商品等プロモーション会に参加しま
した。
　会場には、桜井市の他に県内市町村、大神神社や長谷
寺などの寺社、奈良交通など県内民間企業等が数多く出
展し、旅行会社等に対してそれぞれの団体の見どころを
PRしました。関東方面からの観光客が増えるよう、松
井市長も熱弁をふるいました。

「友好都市フランス・シャルトル市との交流」
　友好都市であるフランス・シャルトル市からパトリッ
ク・ジェルデ副市長が桜井市に来訪されました。表敬訪
問の後、歓迎レセプションを行い、シャルトル市と本市
との交流を深めました。
　翌日には、長谷寺や大神神社といった市内の名所を訪
問され、桜井市の魅力を体感されました。本市とシャル
トル市との深い絆で、今後も交流を続けていくことを確
かめ合いました。
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432-1（
0744-42-9111） ◇市民の動き◇　平成 26 年 10 月 31 日現在（前月比）

〈人口  59,551 人 (+33)〉〈男  28,358 人 (+15)〉〈女  31,193 人 (+18)〉〈世帯数  24,241 世帯 (+18)〉
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